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議事日程（第１４号） 

日程第 １  認定第 １号 平成２６年度あさぎり町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ２  認定第 ６号 平成２６年度あさぎり町上財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ３  認定第 ７号 平成２６年度あさぎり町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ４  議案第３２号 平成２６年度あさぎり町水道事業特別会計利益の処分及び決算の認定について 

日程第 ５  認定第 ８号 平成２６年度あさぎり町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 

本日の会議に付した事件 

日程第 １  認定第 １号 平成２６年度あさぎり町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ２  認定第 ６号 平成２６年度あさぎり町上財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ３  認定第 ７号 平成２６年度あさぎり町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ４  議案第３２号 平成２６年度あさぎり町水道事業特別会計利益の処分及び決算の認定について 

日程第 ５  認定第 ８号 平成２６年度あさぎり町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 

午前１０時００分 開議 

●議会事務局長（坂本 健一郎君）  起立。礼。おはようございます。着席。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ただいまの出席議員は１６人です。定足数に達していますので、これから本日の会

議を開きます。本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。本日は、建設経済常任委員会所管課分につい

ての説明及び質疑を行います。 

日程第１ 認定第１号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第１、認定第１号、平成２６年度あさぎり町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いてを議題とし、説明を求めます。農業委員会事務局長。 

●農業委員会事務局長（大林 弘幸君）  おはようございます。それでは農業委員会所管課分の２６年度決算

について説明いたします。まず歳入から行います。１１ページをお願いいたします。最下段です。節１農業

費手数料の耕作証明等手数料の４万８,６００円ですが、耕作手数料が１１２件の３００円で３万３,６００

円。登記手数料が３件の５,０００円で１万５,０００円の収入分であります。次に、１６ページをお願いい

たします。最下段になります。節３農業委員会交付金の農業委員会県交付金３３７万１,０００円ですが、

農業委員会が農地法などの定められた業務を行う経費で国から直接負担されるもので、農業委員会等に関す

る法律第２条において、農業委員会の活動を支援するために交付されるものです。その下の農地制度実施円

滑化事業費補助金、１５３万４,０００円ですが、これは農地法改正に伴う新たな事業分に対する補助で、

農地の利用状況調査や農地制度に関する相談活動及び委員や職員の研修費等に使用されるものです。次ペー

ジの１７ページの最上段です。農業委員会等活動補助事業補助金２万円ですが、遊休農地発生防止解消のた

め、農地パトロール等を行っておりますが、その経費に充てるものであります。その下の農地台帳システム

整備事業費補助金９８万４,９６０円ですが、これは農地台帳及び地図につきまして、農地集積集約化を進

めるため、平成２７年度からシステムによりネット上での公表が義務づけられたもので、その整備費用の補

助金であります。次に２０ページをお願いいたします。中ほどの節１農業者年金受給者事業収入、１５５万

２,３００円ですが、これは農業者年金基金から委託を受けて、農業者年金の業務を行う市町村に対して交

付されるものです。それから節２農業公社受託収入１２万４,０００円ですが、熊本県農業公社から委託を
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行う業務に対して交付されるものです。２２ページをお願いいたします。雑入で下から１１段目の情報活動

交付金、７万３,４４２円ですが、これは全国農業新聞の加入促進のための交付金として交付されるもので

す。次に歳出に移ります。飛びまして、５７ページをお願いいたします。下段の目１農業委員会費です。職

員の人件費に係る部分は説明を省略させていただきます。節１報酬の６８３万８,０００円につきましては、

農業委員２６人分の年報酬分であります。次ページの５８ページです。節４共済費の社会保険料１６万２,

０２５円と、節７賃金の下から２段目、農地相談員賃金１１０万９,１３７円及びその下の通勤手当２万円

につきましては、臨時職員をお願いしておりまして、農地の相談受付業務を初め、土地利用状況調査の資料

作成や集計を行っていただいております。次に節９旅費の費用弁償６９万２,３５１円につきましては、農

業委員さんの総会における費用弁償や各種研修の旅費分であります。節１１需用費の消耗品費、２０万３,

９６１円につきましては、通常業務用のコピー用紙代や書籍代、それと耕作放棄地対策用の菜種の種子代を

購入しております。次に節１３委託料、１２０万９６０円のうち、９８万４,９６０円につきましては、歳

入で説明しました農家台帳システムのネットでの公表に係る改修業務の委託料で、残りの２１万６,０００

円につきましては、農地法の改正により、農家台帳と農地地図データをリンクさせるためのシステム改修委

託料です。次に節１９、負担金補助及び交付金２６万８,２００円につきましては、郡市農業委員会協議会

負担金の４万６,２００円と県農業会議負担金の２１万６,０００円。それから、人吉球磨地域の女性農業委

員の会負担金で３名分の６,０００円の支出分です。節２３、償還金利子及び割引料１０万６,０００円につ

きましては、平成２５年度の農業委員会等振興助成補助金の精算による返還金であります。次に、目２農業

者年金事務委託事業費につきましては、歳入で説明しましたとおり農業者年金基金から委託を受けて行って

いる事業です。次ページの５９ページ上段になります。節１９、負担金補助及び交付金として、あさぎり町

農業者年金協議会に１人３００円の３２５人分の９万７,５００円を支出しております。農業者年金協議会

の役員さんと農業委員さんで加入推進に回られており、２６年度の実績を評価されまして、このたび全国農

業者年金優良加入活動推進表彰で、全国２位という表彰を受けたところであります。また、農業者年金の加

入者数ですが、被保険者１４０名うち政策支援加入者３６名、それから６０歳以上の待機者が５５名となっ

ております。以上で農業委員会所管課分の説明を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  農林振興課長。 

●農林振興課長（片山 守君）  おはようございます。それでは、農林振興課分の２６年度決算の説明をいた

します。まず歳入から行いたいと思います。９ページをお願いいたします。主なものだけ説明させていただ

きたいと思います。中ほど、目１農林水産事業費分担金の農業費分担金でございます。各土地改良事業の分

担金を収入しているものであります。県営緊急畑総整備事業受益者分担金並びに町営土地改良事業受益者分

担金の現年度分と繰越明許分でございます。収入未済額の６２万１,５００円につきましては、県営緊急畑

総整備事業分５名分と、町営土地改良事業受益者分担金の１名分となっているところでございます。次に１

０ページをお願いいたします。下段のほうの目４農林水産使用料でございます。農業施設使用料でございま

して、農林振興課で管理しております農村女性の家、もみじ館、定住促進センター、畜産センターの使用料

となっております。続きまして１１ページ最下段です。農林水産手数料、農業費手数料としまして、農振地

域証明手数料が２２件分、それから１２ページで林業費手数料といたしまして、入山手数料が山に入る民間

の方に対する手数料でございまして、９万３,８００円入っております。それから、鳥獣飼養登録手数料は

メジロホオジロ等の飼養登録の手数料となっております。次に、１３ページ中ほどでございます。目６災害

復旧費補助金でございますが、農業施設災害復旧費補助金につきましては今回はございませんでした。次に

１４ページです。２行目、農林水産事業費国庫委託金の農業費委託金でございます。川辺川総合土地改良区

事業調査委託金ということで、川辺川農業利水事業のあさぎり町関係受益者整理を国から委託を受けており
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ますので、その受益者調査をしております。２,１００人程度いらっしゃいました。１６ページをお願いい

たします。目４農林水産事業費県補助金でございます。節１の農業費補助金といたしまして、まず農業制度

資金利子補給費補助金、これは２４人分でございます。次に、中山間地域等直接支払制度推進費補助金、こ

れは中山間の事務費分の補助金となっております。中山間地域等直接支払い交付金６,９７０万１,３６７円

につきましては、交付金の支払い額の４分の３を受け入れているものでございます。新受給システム推進事

業費補助金は、生産調整の事務費分の補助金となります。熊本県農業農村整備事業推進交付金、これにつき

ましては、現年分の農地費の工事にかかる交付金でございます。青年就農給付金経営開始型事業補助金は、

７夫婦１０個人計２４名が対象となっております。経営所得安定対策推進事業費補助金は、あさぎり地域農

業再生協議会へ交付した経営所得に係る補助金でございます。多面的機能支払制度推進費補助金は多面的機

能の事務費分の補助金でございます。生産総合事業補助金１億１,８０４万円につきましては、ＪＡの中球

磨選果場整備に係る補助金となっております。くまもと稼げる園芸産地育成対策事業補助金につきましては、

イチゴ、トマトハウスへの自動換気装置に対するものとなっております。地域特産物産地づくり支援対策事

業費補助金につきましては、薬草生産組合が、先進地研修をされております。そこに活用しております。自

給飼料増産総合対策推進事業補助金、これにつきましては、コントラクタ育成推進事業として、利用組合未

来へ交付したものでございます。熊本県農業農村整備事業推進交付金繰越明許分ということで、繰り越しを

した工事に対する交付金となります。次に、節２林業費補助金でございます。森林病害虫防除事業補助金に

つきましては、深田松林のヘリコプター防除の補助金となります。有害鳥獣駆除補助金は、鹿、猪、猿の駆

除に対する補助金でございます。造林事業補助金は、下刈り間伐に対する補助金となります。水と緑の森づ

くり活動支援事業補助金は、松林再生ボランティア事業を行っておりますその補助金でございます。稼げる

竹林整備推進事業補助金は、未整備の竹林を整備してタケノコ生産につなげるものでございます。木材供給

拠点地域整備事業補助金は、くまもと製材が導入した機械に対する補助となっております。次に、１７ペー

ジをお願いします。１番上でございますが、商工観光費県補助金でございます。節の２緊急雇用創出事業費

県補助金の中の１,８９６万４,０００円の中の１,７４５万３,０００円につきまして、アグリトラストサー

ビスへ農業人材育成研修費として支出したものとなっております。次に節３、企業支援型地域雇用創造事業

県補助金につきましては、新和コンサルタントが農業部門といたしまして、新和有機ファームを立ち上げら

れております。それに失業者を雇用されたことによるそれに対する補助金となります。最下段、目２農林水

産事業費県委託金の農業費委託金並びに１８ページの林業費委託金につきましては、備考のとおりの委託金

がきておるところでございます。１８ページ、下段のほうの目１不動産売払収入、節３その他不動産売払収

入でございますが、素材生産売払収入としまして４,９９１万６,６４２円となっております。これは間伐及

び支障木の売払収入となっているところでございます。次に２０ページをお願いします。中ほどです。目１

農林水産費受託事業収入、節３森林総合研究所造林受託事業収入、これにつきましては、須恵松尾地区の間

伐と作業道開設分となります。その下、節４農地中間管理機構受託事業収入、これにつきましては、事務費

分の収入という形になっております。それからは、目３の雑入でございます。２２ページをお願いいたしま

す。最上段、新需給システム推進事業受託料、これはＪＡより収入される転作推進分となります。鳥獣被害

防止緊急捕獲等対策事業補助金につきましては、県の鳥獣害防止対策協議会から、雑入として収入したもの

でございます。中球磨森林組合事業奨励金は、森林組合の利用実績により交付されるものとなっております。

人吉球磨林業機械センター株主出資配当金は、１株１,５００円ということで配当があったところでござい

ます。農地水保全管理支払い交付金返還金、中山間地域等直接支払い交付金返還金、農地水保全管理支払い

交付金返還金、森林ボランティア保険確定精算金、城南地区家畜自衛防疫推進協議会推進費還付金について

は、ごらんのとおりです。ここまでが農林振興課分の雑入という形になります。あけていただきまして２３
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ページをお願いいたします。最下段、農林水産業債ということで、節１に、農業施設整備事業債という形に

なっております。これは、繰越明許分でございまして、がんばる地域交付金の充当残を起債として借り入れ

たものでございます。補正予算債でございまして、充当率が１００％、交付税措置が５０％となっていると

ころでございます。続きまして歳出のほうをお願いいたします。５９ページからとなります。目３農業総務

費でございます。主に職員の人件費を計上しているところでございます。節１９、負担金補助及び交付金に

つきましては、農業振興を図るための県郡市の負担金となっております。６０ページ、農業振興費、目４農

業振興費でございます。委託料としまして、意欲ある就農就業希望者支援事業委託料１,７４５万３,０００

円を支出しております。これにつきましては、緊急雇用創出事業県補助金を活用いたしまして、アグリトラ

ストサービスへ農業人材育成事業として委託したところでございます。意欲あるということで、５人を雇用

いたしまして、兼業も含めて５人中４人が就農いたしたところでございます。次に、節１９負担金補助及び

交付金でございます。あさぎり地域農業振興連絡協議会補助金につきましては、ＪＡと協力して農業振興を

図ったところでございます。農業制度利子補給費補助金については２４人が対象となりました。農業共済掛

金補助金は延べ８３８人に補助をしたところでございます。有機農業推進補助金につきましては、有機セン

ターの堆肥購入と土壌分析の補助金で３分の１でございまして、３７団体へ補助いたしたところでございま

す。農業振興事業補助金につきましては、単独の農業機械の導入補助金を１４件、３４８万３,０００円分

と大豆の出来高数量による補助金５２８万６,０００円でございます。獣害対策事業補助金につきましては、

電気柵等の設置に対する補助金で１３件でございました。青年就農給付金経営開始型事業補助金につきまし

ては、新規就農者への補助金、２４件でございます。補助金が２４件で２,６６２万５,０００円と、平成２

７年度前期分の前倒しの支給分１,３５０万円を合わせた額になりまして４,１２５万円となっております。

薬草栽培事業補助金につきましては、あさぎり薬草生産組合へ補助をしたものでございます。全体の６０％

をあさぎり町、残り４０％を他市町村にお願いしたものでございます。全体で２２０万円でございました。

地域の話し合い推進補助金につきましては、人農地プランの充実のために、集落に話し合いを持っていただ

いておるところでございます。熊本稼げる園芸産地育成対策事業補助金につきましては、イチゴ・トマトの

ハウスの自動換気装置３０台の導入に係る補助金でございます。あさぎり町が窓口となりまして、水上、相

良、多良木の農家を含めて８戸で取り組まれておるところでございます。地域特産物産地づくり支援対策事

業補助金につきましては、薬草生産組合が岩手薬草生産組合へ先進地研修に行かれたときの県の補助金とな

っております。自給飼料増産総合対策推進事業補助金につきましては、コントラクタ育成事業といたしまし

て、利用組合未来が行う先進地研修、組織の法人化、ロール資材等への補助になります。岡原ライスセンタ

ー施設改修補助金につきましては、フレコンの計量器の増設のための町単独の補助となっております。次に、

目５農業経営基盤強化促進対策事業費でございますが、節１の報酬といたしまして、総合農政協議会の委員

の報酬という形になっております。年２回開催をいたしまして、人農地プラン、農業支援センターの検討な

どを行ったところでございます。次に、節１９負担金補助及び交付金の認定農業者協議会の補助金でござい

ますが、３４２名、１５人の役員さんで運営されているところでございます。なお繰越明許費といたしまし

て４,７６３万３,０００円を計上しております。これにつきましては、経営体育成支援事業助成金というこ

とで、国の平成２６年度補正予算となりましたので、繰越明許となったところでございます。トラクター、

田植え機、コンバインなど、２８経営体で取り組む事業となります。次は、目６農業後継者育成指導費でご

ざいます。あけていただきまして６１ページです。学童農園の委託料となっておりまして、学童農園につき

まして、ＪＡの青壮年部へそれぞれの小学校区ごとに委託をしているものでございます。学童農園土地借上

料はその土地の借り上げ料となります。女性活動補助金につきましては、あさぎり町農業女性の会へ補助金

を出しているところでございます。目７農業振興地域整備促進事業費につきましては、農業振興地域整備計
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画の見直しを行っているものでございまして、協議会を６月と１２月の年２回に開催した経費となります。

目８中山間地域等直接支払制度事業費につきまして、これも１の報酬で中山間地域等直接支払制度推進協議

会委員報酬を計上しておりますが、年間２回開催したものでございます。節１３委託料といたしまして、傾

斜度計測器の追加業務委託料ということで、追加農地の傾斜測量をパソコンでできるようにしたシステムの

委託料でございます。１９の負担金補助交付金の中山間地域等直接支払い交付金９,２９３万５,１８２円に

つきましては、協定締結数が４１集落ですが、このうち国が２分の１、県４分の１、町が４分の１を支出し

たものでございます。次に目９農業生産総合対策事業費でございます。生産総合事業補助金といたしまして、

１億２,６７７万６,０００円を支出しております。ＪＡの中球磨選果場の丸物選果機、予冷庫、保冷庫の保

冷施設、施設整備、ハイマストフォークリフトの整備に係る補助金となります。国の交付金が１億１,８０

４万円。町の補助金が８７３万６,０００円という内訳になります。次に目１０水田農業経営確立対策事業

費でございます。ここも、節の１報酬と、９の旅費の水田営農推進協議会委員報酬費用弁償につきましては、

全体会を２回、水田現地確認等の経費となっておるところでございます。６２ページの最上段でございます

が、地域再生協議会補助金でございます。歳入で経営所得安定対策推進事業費補助金として、収入したもの

を協議会のほうへ事務費として補助しているものでございます。目１１農業施設管理費です。需用費といた

しまして、光熱水費、修繕料等払っておりますが、農林振興課で管理しております農業用施設８箇所、農村

公園７箇所分となります。それから１３委託料です。トイレ清掃委託料から除草清掃委託料までにつきまし

ては、町内の農業施設や農村公園の管理委託料となります。ふれあい物産館指定管理委託料は、ふるさと振

興社へお願いしているものでございます。天子の水公園管理委託料は、地元の天子の水公園の管理組合へ委

託をしているものでございます。岡原農産物処理加工施設指定管理委託料は、岡原やったろ会のほうに指定

管理としてお願いをしているものでございます。節１８備品購入費でございますが、有機センターのホイル

ローダーを更新したものでございます。目１２畜産事業費です。８の報償費といたしまして、品評会の報償

費が各品評会への出陳補助金となります。畜産統計の謝金は１２月に行われる畜産統計調査を専門員へお願

いしたものでございます。あけていただきまして６３ページです。節１９負担金補助及び交付金で、畜産振

興協会補助金につきましては、町の畜産振興協会への補助でございます。畜産振興事業補助金につきまして

は、優良家畜導入保留促進事業に６１５万円、環境対策費として１１６万７,０００円、ヘルパー事業とし

て、１２６万８,０００円を支出しております。家畜伝染病防疫対策事業費は資材分として４３万２,０００

円を交付したものでございます。次に、目１３農地費です。委託料といたしまして、測量設計委託料の繰越

明許分につきましては、まず現年度の測量設計委託料につきましては、用水路、排水路、取水堰にかかるも

のを２工区分、繰越明許分につきましては、用水路、排水路、水管橋、自動転倒ゲートに係るものを３工区

分委託しております。中ほどの農道測量委託料は農道台帳の作成のための委託料です。節１５工事請負費で

す。これも現年度分過年度分ございまして、現年度分につきましては、搬入路、取水堰、排水路、用水路、

護岸工に係る４工区分、繰越明許分につきましては、農道舗装、用水路、排水路、暗渠排水、水管橋に係る

もの１９工区分となっております。次に節１９負担金補助及び交付金です。まず、土地改良区負担金といた

しまして、百太郎溝、幸野溝、中球磨、上村の各土地改良区への負担金を支出しております。次に、基幹水

利施設ストックマネジメント事業負担金でございますが、百太郎溝土地改良区が、県営かんがい排水事業に

取り組むものでございまして、事業費７,０００万円で１０％が町負担金となりますけれども、多良木町と

面積割という形で、負担したものでございまして５０２万３,５５０円となっております。農業農村整備事

業推進交付金につきましては、百太郎溝土地改良区と上村土地改良区が行った団体営土地改良事業の町負担

分となるものでございます。節２３補償補てん及び賠償金につきましては、電柱移転補償費といたしまして、

過年度分とも工事にかかるものとなります。目１４川辺川総合土地改良事業費でございます。まず節１報酬
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といたしまして、川辺川土地改良事業推進協議会委員報酬という形で、年２回実施しているものでございま

す。６４ページ節１９、負担金補助及び交付金でございます。川辺川土地改良区運営補助金につきましては、

関係６市町村で負担しているものでございます。国営造成団地畑地かんがい緊急対策補助金につきましては、

造成団地の井戸ポンプ電気料の補助となります。川辺川土地改良事業連絡協議会負担金は、川辺川土地改良

事業組合から移行したものでございます。次に、目１５担い手育成基盤整備事業費でございます。まず農林

公庫資金償還補助金という形で５,７６２万８,７０３円を支出しておりますが、県営経営体育成基盤整備事

業資金で、幸野溝、百太郎溝、中球磨の各土地改良区への償還金の補助となります。下の資金償還金９,６

０７万２,１０３円につきましては、県営経営体育成基盤整備事業のＪＡ分の償還金となります。内訳とい

たしましては通常償還分が９４９万８,０００円、繰り上げ償還分が８,６５７万４,０００円となりました。

もう全部繰上償還いたしましたので、この償還金につきましては２７年度から発生しないところでございま

す。目１６多面的機能支払制度事業費です。節１９負担金補助及び交付金で、多面的機能支払制度負担金が

２,４９８万５,５５３円となります。町から県の協議会へ事業費の４分の１を納めるものでございます。各

組織へは、各協議会のほうから交付されます。この２,４９８万５,５５３円のうち、農地維持支払い交付金

と資源向上支払い交付金の共同活動分につきましては、１,４００万１，６１３円、資源向上支払い交付金

の長寿命化については１,０９３万９,０００円となっております。次に、目１７清願寺ダム管理費でござい

ます。ここにつきましては、職員の人件費を１人分計上しているところでございます。６５ページをお願い

します。委託料でございます。委託料につきましては、清願寺ダムを管理するための保守点検などの委託料

となります。節１９の負担金補助及び交付金につきましては、ダム管理研修の負担金といたしまして、ダム

管理主任技術者の研修に行っておりますので、その負担金となります。目１８、農業支援センター事業費で

ございます。非常勤職員１名と臨時職員１名を雇用しまして、職員１名を配置した３名体制で取り組んでお

ります。まず、農業に関する相談窓口を開設し、農業実態把握調査を行うとともに、ホームページの開設、

多面的機能支払いの地区組織会計等を５地区委託したものでございます。産業活性化基金を３４０万円活用

させていただいております。次に、６６ページです。目１９農地中間管理事業費です。人農地プランの充実

と農地中間管理事業の周知のために、地域の話し合いを４９箇所で行いましたので、その時間外手当として

支出したものが１番大きなものとなっております。なお、この農地中間管理事業の本町の実績といたしまし

ては、機構への貸付希望が１１件のうち５件、２.７ヘクタールが貸し付けされました。なお借り受け希望

者は６２件という形になっておりますので、まだまだ貸し出しの方が少ないという状況でございます。目２

０農業支援センター費の地方創生ということですが、これについては、繰越明許となっております。地方創

生予算として２７年度へ繰り越しされたものとなります。次に、林業費でございます。目１林業総務費につ

きましては、節１報酬の山林監視員報酬、次ページ節４共済費の社会保険料、節７賃金の森林保全作業員賃

金、臨時職員通勤手当、節９旅費の費用弁償、節１１需用費の燃料費、修繕料につきましては、山林監視員

作業員に係る経費となっております。６７ページ最下段の負担金補助及び交付金でございますが、各連盟協

議会等への会費や負担金ということになります。１番下の大規模林道受益者組合賦課金助成金につきまして

は、大規模林道の受益者組合の賦課金の助成金となりますが、平成２７年度までの経費となっております。

６８ページをお願いします。緑の少年団助成金は上小学校岡原小学校の２校分でございます。森林組合合併

支援事業補助金、１９２万５,０００円につきましては、球磨中央森林組合の合併に係る補助金でございま

して、組合の合併に係る事務所の改築費、ソフト統合、情報化施設整備、航空写真の整備等につきまして、

総事業費２,３１２万円の３分の１を県市町村組合で支出したものでございまして、市町村分につきまして

は、関係４市町村で均等割で支出したものでございます。目２林業振興費です。負担金補助及び交付金で、

稼げる竹林整備推進事業補助金につきましては、未整備の竹林を整備することで、タケノコ生産へつなげる
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ものでございます。シイタケ生産組合、種駒購入助成事業補助金は、あさぎりシイタケ生産組合を通じて行

っている種駒購入の補助金でございます。木材供給拠点地域整備事業補助金は、くまもと製材が、曲がり修

正ラインという機械を入れられましたので、この導入に係る国５０％、県５％の補助金でございます。林業

活性化推進協議会補助金につきましては、町の林業活性化協議会に対する活動費の補助金です。本年度は、

会議打ち合わせを１４回、それから３月１７日から２２日に熊本県伝統工芸館におきまして手仕事展という

のを開催されております。目３、公有林整備事業費でございます。節１２の役務費でございますが、組合手

数料が２１７万４,７７９円です。これは森林組合へ５％納入したものでございます。市場手数料としまし

ては、市場の手数料６％と椪積料でございます。森林国営保険料は１１５.１１ヘクタール分となっており

ます。１３委託料の素材生産委託料につきましては、間伐材の集積、運搬、販売を委託したものでございま

す。造林委託料３,９１６万４,４４９円につきましては、間伐を６１ヘクタール、下刈りを２１ヘクタール、

除伐を１２ヘクタール、侵入竹の除伐を７ヘクタール行ったところでございます。節１７の公有財産購入費

は、深田小枝地区の分収林を買い上げたものでございます。７分林でございまして２.８ヘクタールでござ

います。杉を人工造林して再造林した場合の経費を買い上げ料の単価としたところでございます。次に目４

林道維持費でございます。あけていただきまして６９ページをお願いいたします。節１３委託料でございま

すが、測量設計委託料ということで、林道西平線の路肩補修分の委託をしております。節１４の使用料及び

借上料につきましては、機械借上料として、１０２万５,９６３円を支出しておりますが、林道維持のため

の重機の借り上げ料となっております。工事請負費につきましては、林道夜狩尾線の路肩補修工事と、林道

薬師谷線の路肩補修工事を行ったところでございます。次に、目５森林病害虫防除費でございます。まず、

作業員賃金といたしまして、松くい虫の発生予察調査、薬剤散布安全確認調査をしております。４人分でご

ざいます。節１１の需用費で消耗品費で１６０万２,１５０円が支出されておりますが、松くい虫防除のた

めの薬剤代でございます。１３委託料といたしましては、薬剤散布業務委託料で９７万２,０００円を支出

しております。松くい虫ヘリコプター防除作業について航空会社へ委託した経費でございます。松くい虫特

別防除業務委託料につきましては、松くい虫の防除に伴う準備作業等を森林組合へ委託したものでございま

す。目６、鳥獣被害防止事業費です。節１９負担金補助及び交付金で有害鳥獣駆除補助金、これにつきまし

ては町内の五つの駆除隊に対する補助金でございます。それから有害鳥獣被害防止対策協議会補助金は、町

で結成している協議会への補助金となっております。平成２６年度では、狩猟免許試験等のテキスト代の助

成、それから狩所地区、永岡地区、阿蘇地区、松尾地区の侵入防止柵の１万２,４６５メートルの設置、捕

獲用のわなの購入などを行ったところでございます。有害鳥獣捕獲補助金、１,２８８万円でございますが、

シカ８９５頭、サル５０頭、イノシシ１６７頭、カラスが３９羽、アナグマ４０頭へ補助をしたものでござ

います。目７森林総合研究所造林事業費です。これにつきましては委託料で、造林委託料が４９８万２，０

４０円でございますが、松尾地区の保育間伐、１４.５３ヘクタール、作業道開設７００メートルを行った

ものです。目８治山事業費の委託料でございますが、須恵屯所の地すべり防止工事予定カ所につきまして、

委託をしております。目１水産業総務費です。７０ページに行きまして球磨川漁協稚魚放流事業委託料３０

万円です。球磨川漁協の協力のもと、あさぎり町内の小河川にヤマメの稚魚３万６,０００匹を放流いたし

ました。次に７２ページをお願いいたします。商工費になりますけれども、中ほどの企業支援型企業創造事

業費でございます。これは地域農業資源活用事業委託料という形で、平成２５年度からの継続事業となりま

す。新和コンサルタントが農業部門として、新和有機ファームを立ち上げられまして、失業者を３人雇用し

て、ミシマサイコを栽培されております。その分の委託料となりますが、この３人は現在も継続して雇用さ

れているというふうに聞いております。次が、９９ページをお願いします。災害復旧費でございます。目１

の農地等災害復旧費で、普通旅費を３,３００円支出しておりますが、これは説明会等へ出席したものとな
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ります。以上で農林振興課分の説明は終わります。以上です。 

◎議長（橋爪 和彦君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（恒松 倉基君）  それでは、商工観光課関係の説明をさせていただきます。１０ページをお

開きいただきたいと思います。下から４段目の説明になりますが、１３使用料及び手数料の中の目５、商工

観光使用料というようなことで、節１商工施設使用料というようなことになります。これはポッポー館の使

用料になりますが、６７２団体、１万９,７３３人分の使用料というようなことになります。それから、１

７ページをお開きいただきたいと思います。目５商工観光費県補助金の中の節１商工費補助金でございます

が、これにつきましては、まず説明の欄でございますが、熊本県消費者行政活性化事業補助金といたしまし

て、１５万３,０００円というようなことで記載がございますが、これは県から補助金をいただきまして、

人吉球磨で一緒になりまして、人吉市に消費生活センターに専門相談員を設置しまして相談事業に当たって

おるというようなことで、県から補助金をいただいております。それからその下でございますが、熊本の６

次産業化総合対策事業補助金といたしまして、これはたけモンプロジェクトというような支援型の補助金に

なりますが、１０４万５,０００円というようなことで受け入れております。歳出でまた説明をいたします。

それから、その下でございますが、節２緊急雇用創出事業費県補助金というようなことで、農林振興課長か

ら一遍説明がございましたが、差額の１５１万１,０００円につきましては、アレルギー源除去技術導入環

境対策事業というようなものに補助金をいただいておるものでございます。歳出でまた説明をいたします。

それから１８ページをお開きいただきたいと思いますが、ちょうど真ん中の欄のちょっと下あたり、説明の

欄に産業活性化基金利子というのが２２万７,５２５円ございます。これはまた歳出のほうでも説明いたし

ますが、産業活性化基金の利子としまして受け入れているものでございます。それから、あけていただきま

して１９ページをお開きいただきたいと思いますが、やっぱりちょうど真ん中あたり、款の１８、繰入金の

中のですね、目の３、産業活性化基金繰入金というようなものがございます。説明の欄にも、産業活性化基

金繰入金といたしまして、３４０万計上がございますが、これにつきましては、基金を取り崩しまして、そ

して農業支援センターの経費に充てておるというようなことになっております。それから、２２ページをお

開きいただきたいと思いますが、雑入に行きます。説明の欄の真ん中よりちょっと上ですかね、商工コミセ

ン電気料というようなことで１２３万６,１８６円が記載ございます。これは商工コミュニティセンターに

つきましては、ＪＡとくま川鉄道が入っております。ここから負担金をいただいておると、電気代の負担金

としていただいておるというようなことで、ここに負担金を計上させていただいております。その下、あり

がた商品券、これは平成２５年度分でございますが、利用しました分の残額につきましては戻し入れをして

いただいておるというようなことで、２５年度中に精算が済まないというようなことから２６年度に受け入

れをしておるというようなことになります。それから、３４ページをお開きいただきたいと思います。ちょ

うど真ん中あたりでございますが、目１４基金費、この中に産業活性化基金積立金というのがございます。

さっき、基金利子を説明申し上げましたが、その基金利子をここに計上しまして、積立金として積み立てて

いるというようなことになります。参考までに、この件につきましては１０５ページ、１番最終のページを

お開きいただきたいと思いますが、下から２段目、ここに産業活性化基金というのがございます。これが前

年度末残高が２億２,２２９万７,１２２円というようなことでございましたが、増減がございまして、現在

高が２億１,９１２万４,６４７円ということになります。この三角の３１７万２,４７５円の内訳といたし

ましては、先ほどの農業支援センターへの取り崩し金３４０万、それから基金利子積立といたしまして２２

万７,５２５円、これを相殺しまして、３１７万２,４７５円というマイナスというようなことで出ておると

ころでございます。申しわけございません。元に戻っていただきまして、商工観光課関係の歳出に行きたい

と思います。７０ページをお開きいただきたいと思います。目１の商工総務費でございますが、この商工総
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務費につきましては、支出済み額１億１,６９０万１,２４６円というようなことになっております。主なも

のにつきましては、１９負担金のほうが大きな減額になっておるというようなことでございますが、上のほ

うから若干説明させていただきますと、まず報酬、これにつきましては中心市街地活性化委員報酬というよ

うなことで、４名分の報酬を計上して支出をさせていただいたところでございます。それから、節７の賃金

でございますが、マイクロバス運転手賃金がここに記載がございますが、県南フードバレー推進協議会、こ

こで販路拡大販路開拓研究室、の視察研修というようなことでマイクロバスの運転手賃金というようなこと

で記載をさせていただいておるところでございます。その下、節８報償費でございますが、推奨商品に関す

る審査、それからモニターに関する謝礼というようなことでございます。年２回行っておるというようなこ

とで、審査につきましては１０月と３月、それからモニターにつきましては１月と３月というようなことで

行っておるところでございます。それから、旅費につきまして、費用弁償につきましては先ほどの中心市街

地活性化の委員さんの分の費用弁償というようなこと、下の普通旅費につきましては、職員の普通旅費とい

うようなことでございます。それから、節１１需用費でございますが、消耗品、これは一般消耗品でござい

ます。経常的なものというふうに御理解いただきたいと思います。それから印刷製本費、これにつきまして

は、推奨商品ＰＲパンフレット１,０００部印刷をしておるというようなことでございます。それから、節

１２役務費でございますが、郵送料につきましてはモニターさんへの郵送代としまして、１１名分を支出を

させていただいております。それからその下広告料につきましては、推奨商品のＰＲ広告というようなこと

で支出をさせていただいたところでございます。節１４使用料及び賃借料、これにつきましては、職員が出

張時の駐車場の使用料というようなことでございます。それから、１９負担金及び交付金、これにつきまし

て。 

◎議長（橋爪 和彦君）  課長、ある程度大きなものだけでよかです。 

●商工観光課長（恒松 倉基君）  それでは、前年度に比べまして大きな変更点といたしまして、この負担金

補助及び交付金でございますが、これが１番大きなものになっております。まず、商工会補助金、これは商

工会の要求に応じまして、審査をして査定をして予算計上して支出するというようなものでございます。前

年度に比べて５０万ほど落ちております。それから、ふるさと振興社助成金というようなことでこれも５０

万落ちておりますが、これは行革の中でですね、５０万ずつ、今後落としていくと、助成金については落と

して自立を促すというようなことで、前年度に比べて５０万ほど落ちておるところでございます。それから、

あけていただきまして７１ページ、ちょっと飛びますが、店舗改装事業等補助金、これが６件分でございま

して、前年度に比べまして５４９万５,０００円ほど減額になっております。これはもう一つ下のですね、

住宅改修等事業補助金、これにつきましても、前年度に比べまして、３２９万３,０００円ほど下がってお

ります。こっちは５１件でございますが、これは２６年度に消費税がアップされたというようなことから、

消費が伸びてないというようなことのあらわれじゃないかなというふうに分析をしておるところでございま

す。それから、下から４段目になりますか、販路拡大事業補助金といたしまして、これは前年度に比べまし

て５８３万３,０００円ほど減額になっておるところでございます。アンテナショップ等がなくなったとい

うようなことから、減額になっておるというようなことでございます。それから、下から３段目、消費生活

相談業務負担金といたしまして、支出をしておりますが、これは先ほど歳入のところでちょっと申しました

が、県から補助金をいただきまして、人吉市のほうに専門相談員を設置して消費生活センターで相談を受け

ているというようなことでございます。それからその下、熊本の６次産業化総合対策事業補助金、これにつ

きましては、あさぎりフレッシュフーズのほうに１００万、それからふるさと振興社に４万５,０００円と

いうようなことで、たけモンプロジェクト支援型というようなことで、補助金をいただいて支出をしておる

というようなことになります。それから、目２商工施設費というようなことでございます。これにつきまし
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ては、支出額総額を見てみますと、前年に比べまして２６９万１,０００円増額となっております。増額分

といたしまして、主なものを見てみますと、節１１需用費の中の説明の１番下でございますね。修繕料、こ

れが前年度に比べまして７９万１,４７０円ふえております。空調の機械が壊れるというようなことが起き

ましたもんですから、これを支出をさせていただいたというようなことでございます。それから、節１３委

託料でございますが、ここに設計委託料、これにつきましては、前年度はなかったわけでございますが、雨

漏り修繕の設計委託をしたというようなことで、１９万７,６４０円支出をさせていただいたところでござ

います。それからか、次ページの７２ページをお開きいただきたいと思いますが、上のほうになりますが、

節１５工事請負費がございます。これは先ほど、設計をいたしました分の雨漏りの修繕工事というようなこ

とでございます。それからその下になりますが、目３駅前整備事業費というようなことで、こちらのほうは

大きく減額となっております。前年度に比べまして６,２５３万７,０００円ほど減額になっておりますが、

これは、都市再生整備計画に基づきます、中央広場等の整備が一たん終了したというようなことで、２５年

度で終了したということで、２６年度は残事業というようなことで行っておるところでございます。節１３

委託料の中でございますが、測量設計業務委託というようなことでございますが、これはえびす枝線の境界

復元、それから集水桝の設計でございます。それからその他の駅前広場管理作業委託というようなことで、

これは中央広場、駅前広場の樹木の消毒等を行っておるところでございます。それから、先ほど申しました

大きく下がった分につきましてはですね、節１５工事請負費、それから公有財産購入費が減額となったとい

うようなこと、公有財産購入費につきましては、皆減となったものでございます。工事請負費につきまして

は、駅前広場等に設置してございました観光看板、それから雨水枡、それから街路灯などの撤去を行ったと

いうようなものが主なものとなっておるところでございます。それからその下でございますが、建物補償費

というのがございます。これは建物というようなことで書いてございますが、あそこにＮＴＴの電柱がござ

いましてですね、電柱を抜いたことによって光ケーブルを移設しなければならなかったというようなことか

ら、その補償費として計上し支出をさせていただいたところでございます。下のほうに参りまして、項２観

光費、目１観光費でございます。観光費につきましては、前年度に比べまして３２万６,０００円ほど、増

額になっておるところでございます。主なものを説明させていただきますと、印刷製本費、こちらのほうが

観光パンフレットを１,０００部印刷させていただいたところでございます。それから、修繕料につきまし

ては、ビハ公園の施設、それからトレーラーハウス等の修繕料というようなことでございます。あと、特に

主なものでございますが、節１３委託料の中の１番下の説明がございます、麓城址もみじ周辺伐採管理委託

料といたしまして、１１３万４,０００円支出させていただいたところでございます。これは新たに出てき

た、２５年度はなかったものでございます。それから、その下の節１５工事請負費でございますが、おかど

め幸福駅それから谷水薬師参道防護柵を工事請負費で支出をさせていただいたところでございます。目２の

緑の街づくり事業、こちらにつきましては、経常的な花づくりを行っておるところでございますが、一つだ

け若干ふえておりますのが次ページの７４ページ、節１３委託料の花づくり管理作業委託料が２０万ほどふ

えておるところでございますが、これは作業員さんを臨時雇いしまして、そして、行っておるところでござ

いますが、作業員さんの場合には、当時１年のうちに１カ月を休んでいただくというようなことから、それ

が偶然その年に２カ月分の休みが入る、休みといいますか雇用しない期間が入るというようなことで、それ

をシルバー人材センターに委託しまして、作業を行ったというようなものでございます。その下目３の観光

振興対策費につきましては、２７年度に繰り越しておるものでございます。その下、目１定住促進費という

ようなことで、こちらにつきましては、支出済額でみますと前年度に対しまして１７７万円ほど減額となっ

ておるところでございます。この主なものといたしまして、まず節７賃金でございますが、臨時雇い賃金、

これが前年度に比べまして、１００万ほど減額となっておるところでございますが、これは平成２７年度は
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臨時雇い賃金は、結婚対策事業と雇用対策と２人の臨時雇いをしておったというようなことから、２６年度

につきましては、１人の臨時雇として事務を行っておるというようなことで減額となっておるものでござい

ます。あと、７５ページの定住促進事業交付金、これが１４名分の定住促進事業交付金というようなことで

ございますが、これも１００万ほど前年度に比べて減額となっておるというようなことでございます。その

下の目３の結婚子育て支援事業につきましては、２７年度に明許繰り越して事業を行っておるというような

ことでございます。以上、商工観光課関係説明とさせていただきます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  これで１０分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１０分 

再開 午前１１時２１分 

 

◎議長（橋爪 和彦君）  休憩前に引き続き会議を開き、説明を継続いたします。建設課長。 

●建設課長（石塚 保典君）  はい、それでは、建設課関係の説明を行います。まず、歳入からでございます

が、１０ページをお願いいたします。款１３使用料及び手数料、目の最下段６の土木施設使用料、節１の住

宅使用料から次のページの上から２段目、節４浄化槽使用料過年度分まで、ページ１０ページに戻っていた

だきまして、収入済み合計が７,８９０万５,６９８円を住宅使用料として受け入れたものでございます。平

成２６年度の徴収率につきましては、現年度分が９７.８％、過年度分が１４％で、平成２５年度より０.

６％徴収率が上がっております。続きまして、１３ページをお願いいたします。上から３段目、目３土木費

国庫補助金、節１道路改良費補助金、現年度分の道路改良費補助金が１億１,６３１万８,０００円で、主な

事業としましては、舗装補修、橋梁補修、須恵中央線事業に伴う補助金を受け入れたものでございます。補

助率が補助対象事業費の６５％となっております。繰越金の５,００５万円につきましては、橋梁補修と須

恵中央線歩道整備事業の補助金受け入れ分でございます。それから節２の公営住宅建設費補助金、公営住宅

ストック総合改善事業費補助金につきましては、深田地区の下里団地下水道接続工事に伴う補助金でござい

ます。続きまして１４ページの上から４段目、目４土木費国庫委託金、節１土木管理委託金、樋門管理国庫

委託金といたしまして、球磨川樋門１９箇所の排水操作に係る国庫委託金でございます。次に、１８ページ

をお願いいたします。上から２段目、目３土木費県委託金、節１土木費委託金、県河川管理委託金９８万８,

６９４円につきましては、井口川ほか７河川について県より管理委託を受けておりますので、その委託金を

受け入れたものでございます。続きまして、２３ページをお願いいたします。上から３段目、目３土木債、

節１道路橋梁債、現年度分９,０００万円につきましては、社会資本整備総合交付金１５事業で行いました

橋梁補修事業等の補助残の財源として起債を借り入れたものでございます。その下の繰越分につきましても

同じでございます。それから節２、公営住宅建設債につきましては、須恵中央ハイツの設計管理費、建設費

合わせまして、９,５４０万円の７５％を借り入れたものでございます。以上歳入説明を終わります。次に

歳出でございますが、７５ページをお願いいたします。中ほどの款７土木費、目１土木総務費、支出済額３,

９３２万１,２１２円につきましては、職員の給料手当等でございます。歳出につきましては、各項目主な

ものを説明いたします。最下段の目２、環境整備資材等支給事業費、支出済額が１,２３０万７,６６１円に

つきましては、平成２４年度から行っております住民協働事業に伴う支出分で、主なものとしましては、次

の７６ページ、節１４、機械借上料６１８万４,４５４円、その下の１６節原材料費、５８７万２,９８１円

となっております。事業内容としましては町内１９の地区がこの事業に取り組んでいただきまして、法面の

防草シートの設置、生活道の舗装、道路支障木の伐採、花壇整備等を地域住民の協力により実施していただ

いたところでございます。続きまして７６ページの上から３段目、目１道路橋梁総務費、節１３の委託料、
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道路台帳整備委託料につきましては、平成２５年度で行いました道路改良で道路幅員等が変わった路線につ

きまして、道路台帳補正する必要があるということから、それにかかった経費を支出したものでございます。

それから目２道路維持費、１報酬１７６万４００円でございますが、これは過年度分の道路改良工事に伴い

ます未登記分の事務処理を行うための登記嘱託員１名分の報酬費でございます。それから４節の共済費、７

賃金につきましては、道路作業員８名にかかる費用でございます。それから節１１の需用費、支出済額９７

２万４,７６０円につきましては、町道の軽微な補修に係る経費、備考欄の修繕費７９５万７,００６円が主

なものでございます。次の７７ページに移りまして、１３の委託料の設計委託料の主なものといたしまして

は、交付金事業で行いました橋梁の補修設計費、８橋分４,３４０万円。５年に１回実施する橋梁点検費３

５０万円となっております。それから備考欄の道路維持委託料、１,４４３万４,８３２円につきましては、

地元の建設業者それからシルバー人材センターに委託した除草作業委託費となっております。その下の調査

設計委託料ににつきましては、地区からの要望により単独事業で行いました道路改良に伴う町道６路線の設

計委託費５００万円、それから舗装打ちかえに係る土質調査費２８０万円となっております。それから節１

５の工事請負費、現年度分１億５,８９０万８,３４７円の主な工事といたしましては、町道５路線の舗装補

修工事費、７,６００万円、それから狩所寺下線の法面補修工事３,１００万円、単独事業で行いました段差

解消工事等５,０００万円となっております。それから繰越明許費につきましては、深田地区の古町橋の補

修工事費となっております。それから目３の道路新設改良費、最下段の１５工事請負費、備考欄の４０４万

７,８２１円につきましては、上地区の石坂線交差点の局部改良工事費で支出した分、それから繰越明許費

につきましては、免田地区の八幡久鹿線の道路改良事業費となっております。次に、７８ページをお願いい

たします。上から２段目、節２３補償補てん及び賠償金、繰越明許分につきましては、これは須恵地区の川

瀬中島線道路改良事業に伴う家屋移転補償費となっております。それから目４の道路改良費、節１５の工事

請負費でございますが、現年度分の５,７９２万２,４８７円につきましては、通学路整備の今井中学校線歩

道整備に４,３５０万円、須恵中央線歩道整備に１,４００万円が主なものでございます。繰越明許費につき

ましては、平成２５年度で国の補正で行いました須恵中央線歩道整備の工事費となっております。次に、目

１の河川総務費、節１３の委託料でございますが、主な支出としましては、１３委託料で球磨川樋管操作員

１９名の操作委託費２７８万８,８００円、県の管理河川の除草委託料９８８万６９４円となっております。

次の７９ページに移りまして、目１の公園費でございます。節４の共済費、それから７節の賃金につきまし

ては、岡留公園、向町親水公園、中島親水公園の管理に伴う作業員２名の賃金等でございます。それから目

１の住宅管理費の節２の給料から４節の共済費までにつきましては、職員の給料等が主なものでございまし

て、次のページ、８０ページになりますが、備考欄の４段目の修繕料につきましては、入居者からの修繕依

頼によるもの、それから団地内の側溝修繕、外灯修繕が主な支出でございます。中ほどの節１７公有財産購

入費につきましては、上地区の上西団地のガス給湯器交換に伴う経費１８戸分となっております。それから

目２の住宅建設費、最下段の節１３委託料につきましては、設計委託料３１４万８,２００円につきまして

は、上地区の柳の別府団地の改修設計委託料、その下の管理委託料につきましては、須恵中央ハイツ建設に

伴う管理委託料、最下段の５６７万円につきましては、１０年ごとに見直します住宅マスタープランの見直

し委託料となっております。次の８１ページでございますが、上から３段目、節１５工事請負費につきまし

ては、須恵中央ハイツ５棟の建設費９,１００万円、深田地区下里団地の下水道つなぎ込み工事費２１０万

円が主なものでございます。１００ページに移っていただきまして、上から２段目でございますが目２、河

川災害復旧費につきましては、岡原地区の立堀川の護岸工事請負費となっております。最後に、道路、住宅

を含めた建設課全体の決算額でございますが、１００万円台で申しますと、歳入が４億７,７００万円、歳

出が６億８,８００万円となっております。平成２５年度との対前年比で歳入で６,０００万円の増、歳出で
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８,５００万円の増で工事請負費につきましては、平成２５年度が３億３,３００万円、それから平成２６年

度が４億２,５００万円の決算額です。工事請負費がふえた主な要因は、平成２６年度に着手しました交付

金を活用した舗装補修工事によるものでございます。以上説明を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  はい。それでは、上下水道課所管分の説明をさせていただきます。まず歳

入の１３ページをお願いいたします。２段目の目２衛生費国庫補助金、節１の浄化槽設置国交付金でござい

ますが、これは浄化槽設置をされますところに、国県町３分の１の負担をして補助をしておりますが、その

国費分を受け入れたものでございます。続きまして１５ページをお願いいたします。１５ページの最下段で

す。目３衛生費県補助金、先ほど国費のところで申し上げました県の３分の１の補助を受け入れたものでご

ざいます。歳入は以上でございます。歳出としまして、５４ページをお願いいたします。目３の環境保全費

で節１９、真ん中より少し下の段ですが、負担金補助及び交付金としまして、合併処理浄化槽普及促進協議

会の負担金と、個人が設置されます浄化槽、今回は５人槽５基、７人槽５基の１０基につきまして、浄化槽

整備の補助金とトイレの改修費等合わせまして、支出したものでございます。５７ページをお願いいたしま

す。真ん中上のほうですが、目９簡易水道費としまして、簡易水道事業会計へ繰り出しを行ったものでござ

います。簡易水道整備費に伴う公債費の償還に主に充当しております。その二つ下、目１１水道費は、地方

公営企業繰出基準により地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費の繰り出しを行ったものでございま

す。８１ページをお願いいたします。上段のほうですが、目１下水道費は、下水道事業会計への繰出金でご

ざいますが、主に下水道事業に伴う公債費の償還に充当するものでございます。上下水道課所管分につきま

しては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、１３番、田原議員。 

○議員（１３番 田原 健一君）  はい、住宅使用料ですね。だいぶん回収率もよくなっているようでござい

ますが、過年度分がなかなかとれないということで何年もですね、滞納されている方もおられると思うんで

すが、現在どのくらいの方が、滞納されて、最高額はどのくらいの方がおられるのか、そのところをちょっ

とお尋ねしたいと思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい。建設課長。 

●建設課長（石塚 保典君）  はい、決算書でもお示ししておりますが、過年度分が１,１４７万５,２７０円

ということで、延べ人数が１６１名でございます。それから現年度分は１６８万８６２円ということで、２

８名の滞納者でございます。それから最高額がですね、ちょっと資料を持ってきておりませんが、のちほど

最高額と言いますか、最高滞納者といいますか、それにつきましては御報告させていただきたいと思います。

ちなみに地区別はですね、集計しておるんですけれども、御報告させていただきたいと思いますが、上地区

が３８０万円、免田地区が５１０万円、岡原が６３万円、須恵が９万円、深田が１４０万円、それから退去

者がおられますので、その方が２４０万円という内訳でございます。以上です 

◎議長（橋爪 和彦君）  いいですか。ほかに質疑ございませんか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ２番、橋本議員。 

○議員（２番 橋本 誠君）  はい、橋本です。ページ１０５の基金産業活性化のことと、ページ７３の各種

祭りの補助金、ページ７６の道路維持の３点について伺います。まずはページ１０５の基金の産業活性化基

金ですが、現在高２億１,９００万余りあります。基金を作ってから、なかなか使うに使わないような状態

が続いております。産業活性化を目指す上でも、もう少し積極的な活用を図るべきではないかと思います。

経過と今後の活用策についてお尋ねします。それとですね、各種祭りの補助金１２４万円が支出されていま
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すが、私はやはり合併して１２年、旧５カ町村の住民が垣根を越えて一体となるような祭りであってほしい

と思います。その意味で、昔夢祭りなどを開催をしていましたが、あのような祭りを開催してみませんか。

町長に伺いたいと思います。それと、３点目ですが、ページ７６の道路維持でありますが、とりわけシンボ

ルロードとふれあい道路については私は何べんとなく要望やお願いをしておりますが、なかなか思うような

管理ができてないと思います。適宜に作業ができておらないと思いますんで、その点についてお伺いいたし

ます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、商工観光課長。 

●商工観光課長（恒松 倉基君）  まず、基金からお尋ねでございますので、基金のこれまでの経緯、今後の

考え方につきましては、私なり副町長からあとからフォローいただければというふうに思いますが、まずこ

れまでにつきましては、活性化基金につきましては、商工のほうでお願いいたしまして、商工会のほうに出

捐金といたしまして、割賦販売事業の５,０００万円を取り崩させていただいたところでございます。割賦

販売事業以降、あとは先ほど申し上げました農業支援センターに対する基金取り崩しというようなことで実

施をしてきたところでございます。これまで、産業活性化協議会の中で提案等ございましたまた、８番議員

のほうから質問もございましたので、今後その方向を十分協議会の中で煮詰めながら、そして、事業化でき

るような方向でですね、幹事長、また、副町長が会長でございますので、会長と協議をさせていただきたい

と、担当課では考えておるところでございます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  祭りについては。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、町長。 

●町長（愛甲 一典君）  はい、すいません。祭りはですね、結構あさぎり町は多いと実は思ってるんですね。

ですから、行事が結構祭りって言わなくても駅前でですね、ビアガーデンとか、先般も、夜市もありました。

それから菖蒲祭り、それから深田の河川敷の祭り、夏祭りとあってますので、新たにもう一つつけ加えるか

どうかっていうことについては、私はむしろ、今の祭りをですね、さらに盛り上げる方法がいいんじゃない

かなということで、新たに追加して祭りを行う必要は私は今のところ、そこまで感じてません。必要性を私

自身はないと思ってます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、道路については、建設課長。 

●建設課長（石塚 保典君）  はい、町内の管理道路、それから河川につきましては、作業員８名、それから

シルバー人材センター、地元業者さんにですね、お願いいたしまして、除草作業を行っているところでござ

いますが、１年を通してですね、草が伸びていない状態を保つというのは、作業員の数あるいは、委託料の

費用に限りがございます。町長が常々申しておりますように、あさぎり町にこられた方がきれいなまちだな

と感じられるようにですね、努めて通学路、主要道路を主に見苦しくないようなですね、除草作業を行って

いるところでございます。指摘がありました、適時の除草につきましてはですね、今後そのあたりも考えて

除草委託を行いたいというふうに考えております。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ２番、橋本議員。 

○議員（２番 橋本 誠君）  産業活性化基金にありましては、先ほど商工観光課長もおっしゃったとおりで

すね、とにかく早い活用を考えて、８番議員が言われたような感じで積極的にいただいてもらいたいと思い

ます。祭りについては、ばらばらっておかしいですけど、結構大きないろんな町でしてますけど、従来の祭

りを一つにするというか、ひとつに、一体感を持たすためには、大きな祭りを一つどんとして、個々の祭り

は祭りで、菖蒲まつりとか、そういう神社の祭りとかはあっていいと思うんですが、できれば一つの祭りで

大きな祭りにした方がいいのかなと思っております。それと、道路維持についてですが、それだけですね財

政難とかそういう問題で言われますが、私はやっぱ５、７、９と３回はやっぱ切ったほうがいいと思います。
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それと、それができないのであればですね、予算を前もって組まれてですね、５月の下旬から６月の上旬く

らいに切られて、２回目が８月の中旬から下旬ぐらいにきればですね、そう目立たないかなと思いますんで、

その点をお考えできればと思っております。以上です。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、町長。 

●町長（愛甲 一典君）  はい、さきほど建設課長が申し上げましたようにですね、今度地方創生ということ

でいろいろとまた、案を考えてですね、議会の皆様あるいは町民の各組織等にも説明して、動いていただけ

るようにしようと思ってますけど、そういうときにですね、やっぱまちの景観がある程度ですね、あさぎり

町はきれいだなとこういうふうに是非ともやっていきたいと思ってます。ですから、一つはその重点地区を

町として指定して、そこは定期的にきれいにするようにしたいし、先ほど言われた場所等も含めてですね、

少し、若干の費用、予算を提供しながら地域の協力を得てですね、町が管理すること、地域で頑張っていた

だくところ区分けをしながらですね、そういった仕組みをできないかなと考えております。そういうことで、

いずれにしても、人口減って手も減ってきてますけど、必要なある程度のですね、場所の景観の美化といい

ますか、維持には努めたいと思ってますので、今言われてることをですね、頭に入れながら、優先順位を決

めてやっていきたいと思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、３番、久保議員。 

○議員（３番 久保 尚人君）  ３番、久保です。７５ページの目の２の環境整備資材等支給事業についてお

伺いします。この事業が当初は５１０万の予算でしたけれども、これがおおいに膨らみまして１,２７９万

ということでなって、最終的に１,２３９万程度ですか、使われたわけですけれども、これは多分住民の皆

さんの、やはり自分らが住む場所は自分たちで整備をしていこうという、今までの行政任せの態度といいま

すか、それが随分改まってきている部分があらわれているんじゃないかなと感じます。ですので、この事業

はぜひもっともっと進めていっていただきたいと私は感じるんですけれども、そのためにも、今回１９件あ

ったということですんで、そういう事例の紹介等を幾つかしていただいて、私どももいろんなところに紹介

ができるようにしたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、建設課長。 

●建設課長（石塚 保典君）  はい、住民協働事業につきましては平成２４年度から行っておりまして、年々

実績が上がってきております。この目的といたしましてはですね、町道とか水路等の整備補修をですね、受

益者である住民の方々が直接作業に従事していただくことにより、集落や地域を支えるものとしての意識を

高める、あるいはまた地域住民のつながりの輪の構築というのが大きな目的でございまして、先ほど言われ

ましたように１９件、昨年度、取り組んでおられますが、その一つ一つの事業の紹介ですかね、はい、それ

については課長補佐からお答えしますが、この事例といいますか、区長会あるいは回覧等で住民の方に周知

をしておりますが、その節もですね、写真つきでこういった作業、作業中の写真であったり、そういったの

をつけて回覧を回しております。そのおかげで、年々周知が徹底したのではないかというふうに考えており

ます。事例につきましては課長補佐の方からお答えさしていただきます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、建設課、松本課長補佐。 

●建設課課長補佐（松本 良一君）  はい、昨年１９件の中でですね、最も多かったのが影切り作業ですね。

これが６件ございまして、これは集落内の道路にですね、木が覆いかぶさってきているから、地域の方々で、

その除去をしたいということで、されているのが６件ございました。それから、道路の法面がちょっと高く

なっている法面ですね。これが、毎年、年に２回か３回、除草されておられたんですけれども、高齢化等も

ありまして、作業がきついというのもありましてですね、そういった法面に防草シートを設置したいという

ことで、上がってきているのが２件ございました。それから、集落内の町道とはいかないまでも、地区の方
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が利用される狭い道路ですね。そういったところの舗装をしたいというような、こういったことが３件ほど

上がってきております。あとは、農業用水路の修繕とかですね、公園のほう除草とか整備とか、そういった

ものが昨年は実施されているところでございます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ３番、久保議員。 

○議員（３番 久保 尚人君）  ありがとうございます。そういうふうな形で随分利用さしていただいてるん

ですけれども、これをほかの課あたりの事業に広げるということは今後はできてくるんでしょうか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  建設課長。 

●建設課長（石塚 保典君）  はい、２年ぐらい前ですね、それぞれ窓口が農林振興課あるいは教育委員会と

いうことで窓口がそれぞれあったわけですが、昨年度からですね、建設課が一つの窓口として、ほかの関係

する、公民館事業外の舗装とか、そういった取り組みについてですね、うちで一括して窓口で受け付けると

いうことで農振の先ほど申しましたように配水路用水路あたりの住民協働事業につきましても、うちのほう

で一括して、事務を取り使うということで進めさせていただきたいと思います。またほかの課に、商工関係

もですね、何件かありましたので、そういったところで各課関係課調整しながら進めさせていただきたいと

思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、９番、永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  はい、９番です。今の３番議員に関連してでございます。住民協働によると

いうこの事業本当にいい事業だなと感じておりますが、今の答弁といいますかこの施策の成果にもあります、

その何ですか、影切りですね、そういった作業というのは大体どこの地区でも地区みずから何かのときにこ

うやっていっている実情があると思うんですよ。私の地区も別にこういった事業に乗せずにですね、自分た

ちの団体で自分たちの地区で、やっているというところがほとんどじゃないかなと思っとるんですが、その

作業のこの事業にかかるといいますか、そこの区別ですね。その仕分けといいますか。この事業に乗せられ

るその作業、事業、そしてこれには乗っからない事業、そのあたりの区別はわかりますかね。 

◎議長（橋爪 和彦君）  松本課長補佐。 

●建設課課長補佐（松本 良一君）  基本的にですね、区長さんからの申請があった件につきましてですね、

こちらの担当のほうで協議いたしまして行っております。明確な区別とかはございませんけれども、大がか

りな高所作業車とか必要になってくるようなことにつきましてはですね、経費等もかなりかかってきますの

でですね、この事業で取り組んでいただくようにしているところでございます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、９番、永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  確認です。そういった大がかりな影切り、大きな木が迷惑するから切るとか

そういったときの説明で理解したらいいんですよね。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、松本課長補佐。 

●建設課課長補佐（松本 良一君）  はい、そういうことで御理解いただきたいと思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ここで休憩いたします。午後は１時３０分より再開いたします。 

 

休憩 午後 ０時００分 

再開 午後 １時２８分 

 

◎議長（橋爪 和彦君）  休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を継続いたします。はい、建設課長。 

●建設課長（石塚 保典君）  はい、午前中、田原議員のほうから御質問がありました住宅料の高額滞納者に

ついてなんですけども、滞納額につきましては日々変動いたしておりまして、９月１日現在でお答えさせて
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いただきたいと思いますが、今年度も含めまして、１０万円以上の滞納者が２８名ということでお答えさせ

ていただきます。そのうちの１番多い滞納額が１１０万円ということで、回答させていただきます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、１３番、田原議員。 

○議員（１３番 田原 健一君）  入居されるときは保証人なんかをたてると思うんですが、その保証人さん

あたりに対するその請求あるいはあるところでは退去していただくというような話も聞いておりますが、そ

ういう強制的なことはできますでしょうか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  建設課長。 

●建設課長（石塚 保典君）  はい、滞納につきましては、建設課でつくっております手順書によって進めて

おりまして、先ほど質問がありました連帯保証人への通知はですね、滞納３カ月目に連帯保証人への通知を

行いまして、納付相談あるいは誓約書、分納納付の書類を交わしておりまして、そのときはですね、一部を

納めていただくということが大半でございますが、住宅の明け渡しっていうのはですね、条例で定められて

おりますが、なかなかそこまで退去してくださいと、今年度につきましてはですね、入居者につきまして、

退去命令まではいきませんが、退去していただくということでお話はさしあげております。以上です。 

◎議長（橋爪 和彦君）  １５番、久保田議員。 

○議員（１５番 久保田 久男君）  午前中の２番、３番、９番議員の質問と関連しますが、質問のやりとり

を聞いていて、私が日ごろ感じていることもありましたので、お尋ねしたいと思います。さきほど答弁にあ

りましたとおり、雑草の刈り取りについては、夏場の雑草の撤去は追いつかないというふうに思います。そ

こでですね、草刈り作業と除草剤の使用ですね。これをセットでやらないかぎりは、とてもとても追いつか

ないじゃないかと思っております。今年は雨が多かったせいで、舗装路、舗装からですね、雑草が出ている、

といった状況も見られます。そこらへんをですね、夏場の暑い時期に、先程も言われたシルバーさん、それ

から業者さん、機械だけでやるのは夏場の作業というのは大変重労働ではありますし、限界があると思うん

です。だから私は、除草剤の使用、あるいはまた、けいはん等で刈ることができる、トラクター等に取り付

ける機械もあると聞いております。そこら辺はどうでしょうか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  建設課長。 

●建設課長（石塚 保典君）  はい、以前ですね、久保田議員のほうからそういった質問を受けておりまして、

県はですね、現在農地に隣接していない県道については、除草剤を使用して除草されているというふうに聞

いております。縁石に生える草につきましては、なかなか作業員さんだけでは追いつかないということで除

草剤の使用につきましても、平成２８年度ですかね、当初予算編成時に検討させていただければと思ってお

ります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  １５番、久保田議員。 

○議員（１５番 久保田 久男君）  来年度予算に検討するということでございますが、それと同時に私は農

林振興課とも関係すると思うんですが、中山間、多面的この両事業でですね、例えばこの町道等のですね、

この作業と重複してやってるところもあるんではないかと思うんですよ。つまり、うまく連携をとることに

よって、そこら辺がこの予算の効率的な運用って言いますか、それができるんではないかと私はかねがね思

ってるんですよ。といいますのも、私たちの畑地帯のですね、畑地帯の多面的事業区域内に入っているちょ

うど近辺ですね、そこら辺を、地域の方に受益者じゃなくて地域の方を巻き込んで作業をやってるんですよ。

ですから事業であるから、費用がでるんですね、日当が。地域の方も、それについては喜んで来てもらうと

いうこともありますので、すべては網羅されないかもしれませんが、多分町道が入ってる部分もでてるんじ

ゃないかと思うんですよ。そういうのをやっぱり連携して農林振興課と建設課と連携しながらやれば私はも

っと効率的な作業が出来るんじゃないかと思っております。それら辺はどうでしょう。 
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◎議長（橋爪 和彦君）  はい、建設課長。 

●建設課長（石塚 保典君）  はい、中山間それから多面的で管理する町道、それから町独自で管理する道路

の調査につきましては、平成２５年度に実施しております。その調査に基づいて、平成２６年度から町内業

者に主要道路でございますが、除草を委託したところでございます。御質疑があっておりますようにまた再

度ですね、そのあたり検証いたしまして、農林振興課と協議しながら、町で除草する区間、それから中山間

多面的で管理する区間分けまして、除草作業に取り組んでいきたいというふうに考えております。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、１５番、久保田議員。 

○議員（１５番 久保田 久男君）  先ほどの９番議員からもでてましたが、影切り等ですね、そこら辺はど

うして町のほうに住民協働によるその作業等でやるということもありますし、町のほうにお願いしたりする

こともありますが、これは一つは高齢化の影響だと思っておりますし、現実に私もそういう近辺の地区によ

ってですね、そういう要望等も聞いておりますので、そこら辺があるんじゃないかと思います。そこで私が

思いますのは、先ほど申しましたその機械ですね、機械の利用を機械の導入についても町でやっぱり考える

時期に来てるんじゃないかと思うんですよ。で、ある程度その刈りやすい、草払いしやすいところはある程

度の方でもできます、高齢者でもできますが、それ以上やっぱ高い土手とか、そういうことになったらやっ

ぱり、なかなか難しいという状況もあると思うんですよ。それと同時に、町としてその作業管理するのは、

例えば道路から幅が決まってますよね。あれも私はいかがなものかと思ってるんですが、あれをもう少し、

あと１ｍふやすことによって、かなり残った分残る部分少なくなりますので、そこら辺は、そこの持ち主が

やるとか、いろんな方法も出てくると思うんですけど、ちょっとしたことで作業の効果といいますか、やっ

ぱそこら辺をやっぱり管理者やっていかないと、ただ単にもう決まったしこ延々とやっていくという状況で

は、私は、その効果といいますか、環境美化にはなかなか結びつかないんじゃないかと思っています。町長

が言われたとおりですね、やっぱりよそから来られた方、他町村から来られた方はその町に入って、いかに

手を入れてあるか、やっぱりきれいに道路等の草刈りがしてあればやっぱり気持ちいいですよね。そして、

この町はすごいなと私は何かそういう影響も与えるんじゃないかと思っております。一つの町のもてなしだ

と思うんですよ。もちろんすべてをですね、いきなり網羅してやるということは難しいかもしれませんが、

やっぱり主要道についてはですね、徹底してやっぱりいろんな方策を投じながらやっていただければと思っ

ています。最後に町長。 

◎議長（橋爪 和彦君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  はい、まったくそのとおりでですね、もう私はやっぱりある程度機械化をしていく

べきだろうと、実は思っております。今ですね、町道、県道もそうですけど、道の舗装のところに、こう入

ってきてる、草がたおれてきてますよね。一方竹とかですね、周辺から覆いかぶさってくるものもあるんで

すよね。それから、特に久保田議員通られると思いますけど、川瀬から免田のほうの鬼の釜のところですね。

あそこに限らんですけど、自転車道もそうですが、道路と歩道の縁石に横にばあっとでてるものもあります

よね。こういったものがですね、やっぱりある程度、今以上に合理的な機械で導入して切っていくべきだろ

うと思っています。そういうことで実は手始めにですね、今建設課のほうで動いてもらってますけど、その

縁石のところにあるこの草ですね、これをもっと効率的に切ることはできないかということで、実はあるメ

ーカーに試作をお願いしまして、ひと月前に、その試作機が届きまして、建設課で１ヶ月ぐらい使ってもら

ってですね、今日その議会が終わったら、メーカーが来て検討会をするということでありますけど、これは

実は熊本県の方にもですね、その試作機が入ったときには来ていただきまして見てもらいました。そういう

ことで、この縁石のところをですね、刈払い機でやるんじゃなくて、押していくタイプですね、切っていく

機械なんですけど、何とかこれをですね、来年度町として、あるいは熊本県として共同で試験的に導入でき
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ないかということで、検討しております。かなり効率的になる可能性があります。あとはですね、同じこと

を今も言われましたけど、思っているのはですね、私は、これも今道路ずっとイメージしてください。道路

があって、そこに、その横ののり面からこう覆いかぶさってきますよね。そこへ電柱があったりですね、あ

るいはいろんな標識もあって大変なんですよ。ですけど、例えばの話ですけど、道路があったら、ここのと

ころの覆いかぶさったななめを、車にのった安全的なもので切っていくようなですね、そういうのでもかな

りいいんじゃないかと思ってます。確かにおっしゃるとおり、その道路があって、その横の方まで落として

いくのが１番いいんですけど、もうどうも間に合わんのじゃないかと思いますので、ななめ４５度くらいで

とりあえずある程度切ってしまうと、それを３回とかですね、切っていけば、そこそこですね、いけるかな

と思ったりしてます。いずれにしても、今久保田議員が言われて、ほかの議員の皆さんからも質疑がありま

したけど、やっぱりある一定以上のですね、草はあさぎり町としては、頑張ってとるということをですね、

議員の皆さんも理解いただいて、ちょっと来年は少し予算も組んでやってみたいと思ってますので、ぜひ、

それについては、またよろしくお願いしておきたいと思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ほかに質疑ありませんか。はい、１０番、皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい、１０番、皆越です。先ほどのやはり２番、９番、１５番と同様

にですね、町長も答弁されましたけども、視点を変えてまして、１０名の作業員ですけども、この職員のか

かわり方っていうのはどういうふうになってますか。１０名に日報書かせて、終日作業していただいて、そ

れで確認で終わりっていう方法とっておられるか、また計画的にここをしていただきたいということで１カ

月の計画を立てて、担当者が対応しておられるか、その辺のところを伺いたいと思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  建設課長。 

●建設課長（石塚 保典君）  はい、作業員１０名につきましては、毎朝、朝礼をしております。８時半から

朝礼をいたしまして、その日の作業内容等について確認をしております。で、通学路あるいは主要道路を主

に行っておりますが、地区からですね、草が伸びているという連絡があった場合はですね、そちらを優先し

て行っているところでございます。年次計画といいますか年間の計画はですね、前年度除草した路線等を参

考にしながら進めているところでございます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  １０番、皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  私もですね、歩道があってですね、カヤとか、半分以上歩道に伸びて

きておりましたので、そこを見て通ったときにですね、電動でですね、病院に行かれる方、また車いすでで

すね、寝たきりの方を運動されておられる方がおられましたので、申しわけないな、半分以上も歩道に草が

伸びてということで、私がそこはもう処理してもう草殺しまでかけてしましたけども、やはり区長さんで手

の届かないところもあるかと思いますので、職員もですね、やはり一回りふた周りもですねちょっとして状

況把握は必要かなと思いましたので、いかがですかね。 

◎議長（橋爪 和彦君）  建設課長。 

●建設課長（石塚 保典君）  はい、定期的にですね、管内回りまして、除草っていうか草の伸び具合等の把

握をしていきたいというふうに考えております。また、先ほどから指摘があっております機械、あるいは作

業能率のこともですね、今後検討したいというふうに考えております。 

◎議長（橋爪 和彦君）  １０番、皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  さきほど町長から答弁いただきました２８年度の予算は、多くでも計

上してというような明るい草のないまちづくりということでございますので、皆さんで頑張っていただきた

いと思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ほかに質疑ございませんか。 
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◎議長（橋爪 和彦君）  はい、４番、小出議員。 

○議員（４番 小出 高明君）  はい、４番、小出です。施策成果説明書、２３ページですが、商工観光課に

お尋ねします。婚活支援で、施策の成果説明の中で、８回の婚活イベントを実施し、１１７名が参加と書い

てありますが、８回イベントをして決算が２万４,０００円ですよね、決算額。余りにも少ない金額と思い

ますが、どういう助成だったのかお尋ねします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（恒松 倉基君）  はい、２万４,０００円の決算額というようなことで、これは経常部分の

事務的な経費としまして出しております。あとはできるだけ本人たちがまず意欲を示さんばんちゅうことで

ですね、本人たちの参加費をいただいて、その参加費で運営をしておるというようなことで御理解いただけ

ばというふうに思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ４番、小出議員。 

○議員（４番 小出 高明君）  のべ３１組のカップルができたというようなこと書いてありますが、その後、

そういった結婚とか、また結婚の可能性があるというのは何組かあるのかお尋ねします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（恒松 倉基君）  過去からずっとイベントを重ねてきてできたというようなことで、その点

でいきますと、全部でカップリングができたのはこれだけなんですが、実際入籍までいったというような部

分を申し上げますと、６組は成立しておるというようなことになっております。まだ現在進行中のカップリ

ングもございますので、今後、このイベントで今まで主体的にやってきましたが、何カ月か前に人吉新聞で

したか報道がございまして、個別の相談、個別の対応をしていきたいというようなことで、人吉新聞で報道

がなされております。これはあさぎり町におきまして一応そういうような方向で考えようというようなこと

でですね、カップリングもそうなんですが、この人とこの人があうんじゃないかっていうような部分につき

ましては、できるだけあわせて、そして対応していきたいというふうに考えておるところでございます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、１番、加賀山議員。 

○議員（１番 加賀山 瑞津子さん）  ３点お伺いします。１点目は６１ページ、農業後継者育成指導費の中

の女性活動補助金についてです。活動内容も踏まえたところで、役場のほうからもその活動のほうには参加

されているのかどうか、それから２点目が、６３ページ、畜産振興事業補助金８５８万５,０００円、この

補助金の内訳について教えてください。３点目、７６ページ、道路維持費について、役場のほうではほんと

町内すべての道路を把握していただくのは大変だと思いますし、そのために地区のほうから区長さんを中心

に要望が上がっていると思うんですが、要望がどれぐらい上がっててその中のどれぐらいに対応できている

のか教えてください。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、農林振興課長。 

●農林振興課長（片山 守君）  まず、女性活動補助金の件でございますが、これは、農業女性の会への補助

金となっております。毎年行われていることでございますけれども、コスモスとひまわりの種まきやですね、

研修、みそづくり、あさぎり中学校へ赤飯を送るとかという活動されているところでございまして、この各

種の活動にはうちの担当者のほうもですね、参加しているところでございます。それから、畜産のほうの振

興事業補助金の内訳ということでございますが、優良家畜導入保留促進事業ということで６１５万円、環境

対策費で１１６万７,０００円、ヘルパー事業で１２６万８,０００円なんですが、導入保留のほうはですね、

導入のほうが２６頭、乳牛が導入９頭です。保留が３０頭、それから肥育素牛が１件当たり１０頭でござい

ますので、６０頭ということになっております。以上です。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、建設課長。 
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●建設課長（石塚 保典君）  はい、各地区からの要望、それから区長さんを通じての要望、あるいは、町民

の方々の要望ですね。それで、大体平均といいますか、年間に大体１５０件ほどの要望が上がってきており

ます。で、区長さんからの要望につきましては、大きな工事ですね。そういったのが、区長さんを通じて申

請されておりまして、２５年、２６年度につきましては１６件の要望が上がってきております。それに基づ

いて、優先順位を決めまして取り組んでおりますが、そのうちの６軒ですかね。６地区について、測量ある

いは工事を行っているところでございます 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、１番、加賀山議員。 

○議員（１番 加賀山 瑞津子さん）  はい、農業女性の会の活動に関しましては、つい先日９月１１日です

ね、ＪＡの女性部とタイアップして、ほんとにすばらしい講演会のほうも開催されておられます。で、この

お金で足りるんですかと会の方に聞きましたら、やっぱりそれぞれ１泊で旅行にも行けないそれぞれの業種

の方がいらっしゃるので、もうこの金額の中で精いっぱいやっていきますということで御返事をいただいた

んですけれど、農業後継者問題ともかかわってくる問題ですので、ぜひ女性の方へのこの支援というのはで

すね、役場の方にも参加していただきながら、続けていただきたいと思います。それから、先日、４番議員

の一般質問でもございましたが、本当肥育農家に対する補助が、本当に十分なのかということで考えており

ます。牛の単価は今安定していますが、いいですね値段がよくてって牛を飼ってらっしゃる方に言いました

ら、頭数の減っとっとばいと一言でございました。今、ＷＣＳに対しては補助金を出して作付していただい

ていますけれど、食べる牛が減っているっていう、ちょっと一歩先のところまで、考えたときに、いかがな

ものかと先日、課長の答弁の中で人吉球磨のブランド牛化というのにも、畜協、ＪＡと取り組んでいるとい

う話でしたが、ＷＣＳの先は、牛はっていうところでちょっとどうお考えなのか教えてください。あと、当

初予算のときにも道路の件は言いましたけれど、本当に優先順位をつけるっていうのも大変だと思います。

特にもうあさぎり管内となりまして広い地域にはなっておりますが、例えばやっぱりなかなか手が届かない

という住民の不満とかがあるのも事実です。例えば、例えばですね、火葬場周辺とかタバコ共乾のところと

か、その地元の地区の方ではなくて、パブリック制の高い場所へっていうそういう緊急性っていう視点も必

要だと思うんですけどいかがですか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、農林振興課長。 

●農林振興課長（片山 守君）  はい、今牛の補助金が十分何なのだろうかという御質問だったと思います。

一応畜産振興協会と協議をいたしまして、今できる補助金の積み増しという部分をですね、２７年度の当初

予算から行ったところでございます。今言われました肥育の素牛につきましては、２６年度までは１０頭ま

でとしておりましたが、２７年度からは２０頭という形でふやしておるところでございます。また、牛の増

頭という部分に関しましては、導入保留という形の補助金を導入に１０万円、保留に１頭で５万円という形

をしておりました。両方使われない方については、１頭しかふやせないという形でございましたので、導入

をされない方についてはですね、保留を３頭までいいですよという形にしております。また、昨年は余り使

われなかったんですけれども、繁殖牛の素牛を購入するためのですね、資金の利子補給という部分もしてお

りました。昨年までは、１００万円を上限としておりましたが、本年度から２００万円という形にしてです

ね、６０万であっても、３頭は導入できるという形をとっているところでございまして、今後ですね、振興

協会のほうとも話をしながら、畜産の補助金については考えていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、建設課長。 

●建設課長（石塚 保典君）  はい、道路維持についてでございますが、町道の補修、軽微な補修につきまし

ては、決算書でも記載しておりますように、年間８００万円の修繕料で対応しているところでございます。
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優先順位につきましては、通行量とかですね、危険の度合い、それから事業の必要性等をですね、総合的に

判断し、また地元からのですね、要望を含めたところで工事を行う箇所選定を行っているところでございま

す。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、１１番、小見田委員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  はい、１１番です。２点をお伺いしたいと思います。農林振興課にお願

いします。１点はですね、ページ６０ページの意欲ある就農就業希望者支援事業委託料１,２４５万３,００

０円でございますが、これは以前も過去もあったというように思いますけど、説明では５人中４人が就農さ

れたということで、その就農された方がですね、例えばＵターンかＩターンか、土地を持ってるのか持って

ないか機械を持ってるのか持ってないか、就農された先がどういうところだったかということをお伺いした

いと思います。なぜかと申しますと、こういう単発的に人材育成農業の人材育成は県もやってますけど、担

い手として定着していただいてこそ、この事業が活きるものとずっと私たちは思っております。これがある

程度こういう青年就農給付金も５年後は切れますよね。その後、果たして残っていただけるかいけないが非

常に大事な問題と思っておりますので、どういう方がこの事業に５人加わっていただいて、４人がどういう

ふうに、その先展開されていかれるかっていうのをちょっと詳しく知りたいもんですからこれは聞いたわけ

でございます。もう１点が６６ページの農地中間管理事業の件でございます。これにつきましては、熊本県

は全国においても、本当にあの申請といいますか件数は少ない非常に低調の中でも、県はいい方だというふ

うには伺っておりますけど、それにおいてもいろいろ経営転換協力金の申請とかも４軒だったですかね、非

常に低迷しておりまして、この制度自体のですね、周知に向けて、農林振興課もこの前も当地区に来ていた

だきまして、詳しく周知をして、また懇親会とですねいろいろ議論し合うように努力していただいておりま

すので、よくわかりますが、これが本当に知られていないなら転換協力金あたりの３０万５０万７０万です

ね。一時金でも離農される方には給付があるわけですから、そういう高齢者の方に対してはそういう非常に

もったいないものを知らずして、農地を貸しておられるところもありはしないかというふうにも思いますか

ら、それが、ただ周知が足りないのか、それとも制度上何か問題があるというふうなことをですね、１年間

経過されたところに少しは分かったかなと思うんですよ。だからその辺のところをちょっと分かってる範囲

でようございますので、２点お願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、農林振興課、村山参事。 

●農林振興課参事（村山 幸一君）  はい、２６年度の意欲ある就農就業希望者支援事業の就農者の状況につ

いてですけれども、５人、緊急雇用で雇い入れまして、そのうち４名が就農ということになっております。

就農された方につきましては、相良村、多良木町、人吉市が２名ということの４名ということになっており

ます。あさぎりの方も１名いらっしゃいましたけれども、残念ながら、愛媛県のほうにちょっと別で考えが

あるということで、町内での就農まで至らなかったというところになっております。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、農林振興課長。 

●農林振興課長（片山 守君）  はい、今の件について私の方から少しだけ補足させていただきたいと思いま

す。今までの緊急雇用事業という部分につきましては、失業対策という場面が多くてですね、１年間の失業

対策で１年をしたらもう転出したり、やめたりして行ったということで、せっかく免許を取らせてもですね、

余りためにならなかったのかなとためにならなかったというか、就農につながらなかったというふうに考え

ております。ただ、今回はですね、この備考欄にあります通り、意欲ある就農就業希望者という形でですね、

最初の面接の時点からですね、農業をする気持ちがあるかどうかを聞いて、面接したところでございます。

残念ながら先ほど言いましたとおり、あさぎり町で就農する人はいなかったという形になるんですけれども、

現在、岡原のほうでですね、岡原というか岡原と免田に農地を持ちまして、多良木の方がですね、一生懸命
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頑張っていただいております。免田を基本にですかね、免田の農地を基本に多良木の方が頑張っていただい

ております。農林振興課アグリトラストサービスとしましては、あさぎり町に町内でですね、Ｉターンをし

た人が１人おったんですけれども、これに非常に期待したところなんですけれども、残念ながら愛媛の友達

のところで就農すると、就農するのかどうかわかりませんが愛媛の友達のところに行くという形だったもん

ですから、少し残念だったなと思ってるところでございます。基本、これに参加した人たちは残りの方たち

は全部地元の方という形でございました。はい、地元というか、相良、人吉、多良木という地元の方でござ

いました。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、農林振興課、沖松主幹。 

●農林振興課主幹（沖松 勝彦君）  ただいま小見田議員より御質問がありました農地中間管理事業のですね、

利用率の低迷の原因についてということで、昨年度からですね、あさぎり町においては、この農地中間管理

事業のスタートに合わせて、地域の話し合いというのを取り組んでまいりました。こちら４９地区話し合い

すべて行ったんですけども、このときは、農業支援センターがですね、一反以上の耕作をされてる方の名簿

を作成しておりましたので、その名簿を基礎にですね、この地域の話し合いの御案内を申し上げたところで

ございます。そこで、昨年度実績としましては、６４９世帯の方がですね、この地域の話し合いに参加いた

だき、４７.６％の出席率ということで、実績が上がってきております。その中でメインとなりますのは、

人農地プランを初め、この農地中間管理事業の具体的な制度の仕組みですね、このあたりを説明し、また、

この農地中間管理機構を介した貸し借りをすることによってですね、三つの協力金がもらえますよという制

度説明をしてまいったところでございます。昨年度はですね、特にこの経営転換協力金っていう、農業やめ

る場合や、あるいは農業の部門を縮小するときに、その縮小された農地をですね、我が家の飯米用を９アー

ル分残して、すべて貸し付けをすることというような条件があります。この条件に見合う方がですね、申請

をされているという状況でして、ですから、条件にあう方が今のところ非常に制度的に厳しい条件だもんで

すから、見合う人が少ないという現状にあります。そのような反省を踏まえてですね、また農業支援センタ

ーのほうで土地持ち非農家、１０アール未満ですね、こういった方々も一応リストアップをしまして、まず、

個別にその文書にて、この経営転換協力金という制度がありますよという周知を今図っているところでござ

います。またあわせて、今年度の地域の話し合いにおいてはですね、１０アール未満の土地持ち非農家さん

もその名簿に含めて、地域の話し合いに参画いただくようにですね、水田営農推進さんにお願いして、その

地域の話し合いに呼びかけていただいているところでございます。また町民向けの周知としましては、平成

２６年度のですね、町内の広報誌に３回、この農地中間管理事業に絡むＰＲ、周知等を記事としてですね、

掲載をしているところでございます。今は申し上げましたとおりですね、今回の農地中間管理事業の低迷の

一つにですね、今までの経営基盤強化法に基づいた、農業委員会のですね、農地の貸し借りが通常通りもで

きるということで、非常に農家さんもいわゆる縛りがそう多くないということもあってですね、どうもその

経営転換協力金やほかの協力をもらうために、わざわざその制度を活用するための農地の貸し借りといいま

すか、そちらに切りかえる方が非常に少ないというのが現状でございます。以上です。 

◎議長（橋爪 和彦君）  １１番、小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  はじめのほうの就農された先もですけど、他町村の方が非常に多いです

よね、これまったく県の補助金１００％でしょうから何とも言えない部分もあるんですけど、その方々を、

まず始め聞きたかったのは、土地を持ってますか機械をもってますかということを聞きたかったんですね。

だから、それはどうだったんでしょうか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、農林振興課長。 

●農林振興課長（片山 守君）  すいません。その資料についてはですね、持ってきておりませんので、最終
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日にですね、御報告申し上げたいと思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  １１番、小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  要は、最初申したんですけど、やはり土地持ってなくて機械持ってなく

て、こういう制度で５年か何年かやられた場合ですね、やる気があるのに、そこで中断せざるを得ないよう

な場面が多分ここ２、３年後にきますから、これは総括で聞くべきなのかもしれませんけど、そういう人た

ちをどう今後育てていくかというのにつながろうかと思うんもんですから、そぎゃんところはもう町長のお

考えだと思うんですね。で、たぶんその辺の定着率に関しては国もかなり危惧してて、いろいろ制度的なこ

とというふうなことを新聞等には書いてますけど、やはりそれが果たして、うちの町の農業の新たな支援、

担い手として育てるようなものに今の事業があるならば今のお金も生きてまいりますけど、そうでなくても

中断するようであればですね、なんらか制度もその大事な予算も県等に働きかけて、本当に活きた金になる

ように、していくべきだとずっとかねがね思っとるもんですから、その辺が、非常に心配するもんですけん、

今農地があって機械があっても離農していくような非常に厳しい状況なものですから、それに何も持たなく

て、こういう制度だけでして、自分の人生の５年も６年もですね、だからちょっとそれに翻弄されるような

ことがあってはならんということも思うもんですから、そういうところは確認してほしいと思います。中間

管理事業に関しましては、農業委員会の利用権設定等で行かれる場合にですね、貸し借りがある場合に、こ

れは老婆心なのでしょうけども、農業委員会としてもこれ中間管理機構を介して、経営転換協力金をもらう

ようなほうにしたがいですよというような働きかけはもちろんしてあると思うんですよ。だから、その辺の

ところも十分チェックされてですね、多分高齢者の方には、あの文章とか話しとかではなかなかあのこうい

う制度とかわかりづらいものがあるもんですから、貸し手と出し手と受け手とがですね、若い人と出し手と

なら受け入れる側はある程度若いもんですからそういう制度に対しても分かってて、その地主の方にこうい

う制度があっですけん一緒に申請しましょうかねっていう話もするんでしょうけど、ただ高齢者の出し手の

方でなかなか出てもいきならん見てもわからんと、こういう言い方失礼なんですけど、そういうのがある場

合がなかなか周知ができないかなと思うもんですから、仮にそれが、農業委員会の利用権設定に来られた場

合には、農業委員会のほうでも、そういうところを勧めていただくことをお願いいたします。以上です。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ほかに質疑ございませんか。はい、６番、徳永議員。 

○議員（６番 徳永 正道君）  はい、６番です。補助事業の成果についてちょっとお伺いしたいと思います

けどもですね、いろんな補助事業にそれぞれ各課で取り組んでいらっしゃる、これはもう大変喜ばしいこと

ではございますけれども、建設課とかあるいは上下水道課あたりの補助事業はもう目に見えてその効果が、

成果がわかるんですね。ところが、いわゆる農林振興課とか、あるいは商工観光課、あたりの補助事業とい

うものが、その成果たるやがどうもちょっとはっきり見えにくいというような気がいたします。そこで成果

説明書の中にですね、農業振興事業補助金、あるいはまた、青年就農給付金の補助金等がございますけれど

も、説明の中でですね、私に言わせれば、自画自賛的な説明の内容をここに書いてございますけれども、農

業施設農業、ちょっと読ませていただきます。農業施設農業機械導入に対する補助金交付により、組織強化

促進と大豆振興補助金として、大豆等級別の数量に係る経費の一部を助成することにより、生産振興及び農

業所得の向上を図った、これだけではちょっと本当にその成果が上がったのかよく見えづらいところもあり

ます。それとあと一つはですね、青年就農給付金の中で収入の不安定な新規就農者へ補助金を交付すること

で、離農などの防止、就農意欲の向上を図ったとありますけれども、果たして本当に、こういうふうに説明

してあるところにつながっているのかですね、これはしっかりした検証に基づいて成果を説明されていらっ

しゃるのか、ただ単に補助金を流してですね、それで終わってはいないかというような感じもするわけです。

それで対象者のですね、この補助金を受けられた対象者のその後の取り組みがどういう状況なのか、お伺い
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したいと思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  農林振興課長。 

●農林振興課長（片山 守君）  はい、まず、農業振興事業補助金でございますが、これにつきましては３５

０万円を上限といたしまして、農業者のほうに農業施設や農業機械導入に対する補助金をやるものと支給す

るものと、あと今大豆振興しておりますので、大豆につきまして、数量に応じてですね、数量等級に応じて

補助金を支出するという形をとっているものでございます。また、青年就農給付金につきましては、国の事

業を使いまして、新規就農者とか、新たに農業を始めるという方に補助金を交付するという形にするもので

ございます。まず、農業振興事業補助金でございますが、その後の調査というかですね、農業機械の導入で

共同購入という形でございますので、有効な使われ方をしてですね、各個人で機械をもたなくてもいいとい

うような形で補助金のほうが生かされてるのかなと思っているところでございますが、それを検証するとか

いうところまでは現在至ってないのが現状でございます。大豆振興補助金にしましても、数量払いで補助金

を出したところでございますので、大豆をつくっていただきたいという思いで出しておる補助金でございま

すので、それが生産振興に若干繋がっていないところが頭が痛いところでございますが、その分農業所得の

向上にはですね、つながったのかなというふうには思います。ただ、これにつきましても、再度検証をしな

いとですね、今ところ補助金を出したことが生産振興につながっているかというと、若干大豆については横

ばいでございますので、大きくつながってないという部分がございますので、少し頭が痛いところかなと思

っております。それから、青年就農給付金の補助金につきましては、前年の所得等をですね、把握というか、

役場のほうでヒアリングしたり、補助金の実績報告というかですね、例えば、作業日誌を出していただくと

かそういったところをしておりますので、そういったところのチェックはしておるところでございますが、

しているところでございまして、参加者というか補助事業者のですね、就農意欲がそれによって向上したか

どうかまではわかりませんが、もう就農したいという形できてる方が大勢でございますので、それに補助金

で就農の手助けをするという形なのかなと思ってるところでございまして、検証という部分については非常

に難しいなと思っております。この方達が５年後、６年度、農業をずっと続けていただいているというとこ

ろがこの事業の成果となっていくのかなと思ってるところでございます。以上です。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ６番、徳永議員。 

○議員（６番 徳永 正道君）  確かにその目的としてはですね、そうでありましょう。しかし、その先ほど

大豆の話されましたけれども、生産意欲の向上にはつながっていないということですので、やっぱり補助金

を流すだけではそれでストップというわけにはいきませんよ。やっぱり事業成果が上がっていくようにです

ね、しっかりとした関わりあいを持ちながら、その目的が達成できるように、やっぱり指導していくのも、

努めだろうというふうに思うところであります。ですから、離農者が今どんどんふえつつある現状の中でで

すね、いかにして離農者を引き止めるか、いうようなことについてもですね、やっぱりしっかりとした行政

の指導というものが求められるんじゃないだろうかというふうに思います。いずれにしましてもやっぱりこ

の補助事業がですね、やっぱり成果が上がるようなそういう仕組みをもっとしっかりと構築していってほし

いというふうに思います。以上です。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、９番、永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  はい、施策の成果説明書で質問させていただきます。２２ページのですね、

農業委員会にお尋ねいたします。政策の成果としまして、２６年度耕作放棄地面積が３８.３ヘクタール、

２５年度が５１.９ヘクタールで、１２.６ヘクタールが耕作放棄地から元に戻ったということだろうと思い

ますが、何をまずどういったことで何をつくられておられるのかわかりましたらば、それとですね、非農地

判断で６９.３ヘクタール、大変多い面積と思いますけども、非農地判断という判断の根拠を教えてくださ
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い。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、農業委員会、樅木参事。 

●農業委員会参事（樅木 寿礼君）  はい。回答いたします。１番の最初の質問で、耕作放棄地に何を作って

らっしゃるか、もしわかればということでございますけれども、毎年ですね、農地を農業委員さんと事務局

と一緒になって現地調査をしております。そのときに、いわゆる荒れてしまってる農地も耕作放棄地として、

把握して地図に落とすような作業しておりますが、２５年度に現地を調査した後、２６年度にまた見にいっ

て解消されてる部分については、解消というふうに地図上に落とすんですけれども、そこに何を作付されて

いるというところまではしておりません。いわゆる周りに影響があるような荒れ地になってるものが解消さ

れたかどうかを確認させてもらってるところです。非農地判断、これについての基準等がありますかという

ことだと思うんですけれども、いわゆる熊本県でもですね、今全国的にでございますが、農地を見る中で、

農地として守っていかなければならない農地と、もうその農地が荒れてしまっていて、例えばそこに労力を

使って解消しても、周りが山であったり、山林に囲まれていてすぐまた山林化してしまうような、手を入れ

てもその実績が上がらないような農地ですね。高齢化等でできないような農地について、農地に戻すわけで

はなく、もう山林に戻すような方向になってきております。これも先ほど申し上げました、現地調査の中で、

いわゆる木が生えてしまっているようなところ、ツタ等でどうしようもないような山林に近いところをです

ね、迫田等につきまして、解消してももう実質意味がないというふうに委員さんのほうで判断されたものに

ついて、総会の中で協議し、非農地として判断するということになっております。以上です。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、９番、永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  その点わかりました。それではですね、農業委員さんたちが大変御苦労され

ておるのはわかっておりますが、今年度、耕作放棄地と判断されました３８.３ヘクタール、これについて

は、田んぼに復旧するという様な何といいますか施策といいますか、持ち主の方にこうしてくださいああし

てくださいというような、その指導といいますか、ほかにつくる方がおられれば斡旋とかですね、そういう

ところは具体的にはどんなされておられますか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、樅木参事。 

●農業委員会参事（樅木 寿礼君）  はい、実際現地調査の後、耕作放棄地について利用意向調査を去年から

行っております。で、農地所有者の方にこの農地をどういうふうに使われますか、解消していただけますか、

または貸し手等を探したほうがいいんでしょうかと、そういった調査ですね、をさせていただいております。

実際に３割程度しか回答が返ってきませんでしたので、農業委員会の中でまた協議しまして、直接回答して

いただいたところについても回答を出されてないところについても、個別に農業委員さんのほうで訪問して

いただいて、指導というよりも相談的な形になりますけれども、御意見等伺って、それをこちらで集積しま

して、例えば中間管理事業であったり、借り手を見つけてほしいということであればその紹介あっせん等も

対応できるようにしようとしておるところでございます。以上で終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、９番、永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  はい、そのようにって言いますか耕作放棄地は、一昔前は山の、私免田です

けれども山の陰になるようなところが耕作放棄地というようなことが常識的に考えておりましたが、今はも

う広いところも条件のいいところにもですね中にはあるように見受けられますので、そういったところの農

業委員さん方大変御苦労でしょうけども、頑張って耕作放棄地の解消に向けた取り組みをこれからも頑張っ

てほしいと思っております。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ほかに質疑ありませんか。ないですね。 

 



- 237 - 

日程第２ 認定第６号 

◎議長（橋爪 和彦君）  次に、日程第２、認定第６号、平成２６年度あさぎり町上財産区特別会計歳入歳出

決算の認定についてを議題とし、説明を求めます。農林振興課長。 

●農林振興課長（片山 守君）  はい、平成２６年度あさぎり町上財産区特別会計歳入歳出決算について、説

明をいたします。３ページの平成２６年度あさぎり町歳入歳出決算事項別明細書において説明したいと思い

ます。３ページ、目１財産区手数料でございます。これは山に入る民間の方に対する事務手数料でございま

す。目１県補助金、造林事業補助金となりますが、間伐と下刈りに対する補助金でございます。財産運用収

入ということで、財産貸付収入についてはございません。利子及び配当金という形で預金利子が９２８万３,

９５９円入っております。これにつきましては、国債の売却益が７５１万９,０００円、国債の利子が１５

９万５,０００円、定期預金の利子等が１７万円という形になっているものでございます。目１の財産売払

収入でございますが、素材売払収入となっておりまして、４,３８５万５,０１２円が入っております。これ

は間伐材等の売却収入となります。基金繰入金、これについては、財源調整のための繰り入れは本年度は行

っておりません。繰越金は前年度の繰越金として１４６万９,０５１円となりました。雑入といたしまして、

中球磨森林組合の事業奨励金が入っておるところでございます。続きまして、歳出でございますが、５ペー

ジをお願いいたします。目１管理会費といたしまして、管理会の委員の報酬でございます。委員７名分の年

報酬となっております。旅費の費用弁償でございますけれども、会議を３回、現地視察を２回行ったところ

でございます。目２一般管理費の需用費でございますが、消耗品費、燃料費、修繕料、役務費の車検手数料、

公用車保険料につきましては、山林監視員分の公用車２台分というものでございます。節２５の積立金でご

ざいますが、財産区の財政調整基金積立金を９２３万８,９５９円支出しておりますが、歳入で説明した預

金利子を積み立てたものでございます。公課費として消費税を９３万６,５００円納めておるところでござ

います。１番下の目１財産造成管理費でございますが、報酬といたしまして、山林監視員報酬、次ページの

費用弁償につきましては、山林監視員さんの分でございまして、週１回の巡視をしている分の報酬でござい

ます。次の社会保険料、雇用保険料、森林保全作業員賃金、作業員通勤手当につきましては、山林監視員の

作業時の経費となっております。６ページ、節１２の役務費でございますけれども、組合手数料として、売

り上げの５％を支出したものでございます。市場手数料につきましては、売り上げの６％と椪積料を支出し

ております。森林国営保険料は６７.２２ヘクタールの分でございます。委託料といたしまして、造林委託

料が２,７１８万６,１７１円でございますが、男鹿ヶ野、瀧谷の利用間伐、上西の下刈り、黒岩清願寺の切

り捨て間伐、人口造林、鳥獣防止ネットに係る委託料でございます。素材生産委託料としましては、利用間

伐の集積運搬に係る委託料となっております。次の重機借上料は、作業道の保守作業に使用したものです。

備品購入費は、チェーンソーと刈払い機を購入しております。公課費の利子でございますけれども、１次借

入金の借入は行いませんでしたので、ゼロでございます。７ページをお願いいたします。歳入総額が、７,

１４７万１,０００円、歳出総額が６,４９１万円ということで、歳入歳出差し引きが６５６万１,０００円

となって実質収支も同額となったものでございます。８ページの財産に関する調書でございますが、山林の

面積でございますが、所有分が、１,４６２万５,１００平米、分収林のほうが、１７９万８,３００平米、

合計が１,６４２万３,４００平米となっております。立木の推定貯蓄量につきましては、決算年度末の現在

高が５０万８,０７４.４９立米、分収にかかるものが９万１,６２９.７９平米、合計が５９万９,７０４.２

８立米ということになっております。物品としましては、普通車と軽自動車が１台ずつで変わりありません。

基金につきましては、上財産区基金が決算年度中増減高として積み立てのみ、取り崩しをしておりませんの

で、９２８万３,９５９円。決算年度末現在高３億６,５２１万８,７１６円となっているところでございま

す。以上で、平成２６年度あさぎり町上財産区特別会計歳入歳出決算状況の説明を終わります。よろしくお
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願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑ありませんか。ないですね。 

日程第３ 認定第７号 

◎議長（橋爪 和彦君）  次に、日程第３、認定第７号、平成２６年度あさぎり町簡易水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定についてを議題とし、説明を求めます。上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  はい。平成２６年度簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書につきまして説

明をさせていただきます。まず歳入としまして、３ページをお願いいたします。目１簡易水道負担金としま

して、収入済み額３６４万９,５６６円でございますが、そのうち、節３他会計負担金につきましては、消

火栓設置に係る工事負担金でございます。次の目１簡易水道使用料としまして、現年度分過年度分を合わせ

て１億３,３９０万８,８４４円収入しております。前年度使用料収入に比べ２％ほどの増となっております。

要因としましては、現年度分の使用料が消費税会計によりまして増えておりますが、給水量は前年度から１.

３％減少しております。各家庭の使用水量の減少が原因と思われます。目１一般会計繰入金、でございます

が、一般会計からの繰り入れを行っておりますが、主に公債費償還の財源としております。４ページをお願

いします。最下段の目１雑入は、９月末の平成２５年度分消費税確定申告によりまして、消費税が還付とな

っておりますので、それを受け入れたものでございます。続きまして、歳出でございます。５ページをお願

いいたします。目１一般管理費は、主なものとしまして、節９旅費は水道技術管理者資格取得のため講習会

に出席しております。不用額となっておりますのは、水道技術管理者資格取得の講習とは別に実務研修が予

定されておりましたが、研修が平成２７年度に実施されることになりましたので、そのために残ったもので

ございます。節１３委託料のうち、検針委託料は水道検針員を派遣会社より３名の派遣を受けております。

その費用のうち、簡易水道における業務量案分により支出をしたものでございます。その下の水道事業会計

統合支援委託料は、あさぎり町水道企業会計統合に向けた財産調査及び移行支援業務を委託したものでござ

います。不用額は入札結果による残でございます。６ページをお願いします。節２７の公課費の不用額は消

費税の納税を見込んでおりましたが、還付となったために発生したものでございます。目１の建設費でござ

いますが、節１５工事請負費としまして、町単独事業によります下西別府地区汚水管渠築造工事に伴います

配水管の布設工事２工区、塚の脇配水支管ほか３カ所の配水支管及び給水管の布設工事費でございます。繰

越費は、下西別府地区汚水管渠築造工事に伴う配水管布設３、４校区でございます。不用額は入札結果によ

る残でございます。目２の維持管理費は、主なものとしまして、節１１の需用費におきまして、消耗品の中

に岡原第１浄水場軟水化装置に使用する塩、２,０８０袋分、２９７万６,４８０円を支出しております。修

繕料は各施設の機器の修理や漏水３７カ所の修理等に支出しております。節１３委託料につきましては、主

なものとしまして設計業務委託料、これは上地区水道台帳整備事業業務委託、あさぎり町水道施設整備実施

計画策定業務委託、水道台帳保守業務でございます。この欄の下の業務委託につきましては、漏水調査業務

委託、緩速ろ過砂の洗砂と、水道施設の草払いをシルバー人材センターに委託したものでございます。節１

５工事請負費につきましては、須恵地区緊急連絡管接続工事、上川南浄水場緩速ろ過地更正工事、ほか３件

の工事を行ったものでございます。７ページをお願いいたします。節１８備品購入費としまして、量水器購

入７１個とその他の備品は、砂上げ用のベルトコンベア二台、濁土色度センサー１台、皆越及び岡原第１の

移動用ポンプ各１台を購入しております。目１元金につきましては、長期債元金で過疎債５,２６２万６,０

１３円、簡水債、８,８１２万２,２７４円、公営企業金融公庫資金１,０１０万６,５４３円を支出しており

ます。目２の利子につきましては、長期債利子としまして、過疎債３７４万４,５５６円、簡水債３,８２７

万５,６２１円、公営企業金融公庫資金４８４万４,７１１円を支出しております。８ページをお願いします。

実質収支に関する調書でございます。簡易水道事業特別会計歳入総額３億７,１５９万９,０００円、歳出総
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額３億４,５３６万６,０００円、歳入歳出差引額２,６２３万３,０００円、翌年度へ繰り越すべき財源のう

ち、繰越明許費繰越額７６９万２,０００円、実質収支額１,８５４万１,０００円でございます。最後のペ

ージをお願いいたします。財産に関する調書でございます。平成２６年度中の増減はございません。以上を

もちまして説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑ありませんか。はい、５番、

森岡勉議員。 

○議員（５番 森岡 勉君）  ５番です。簡易水道事業会計のですね、今後のあり方ということでちょっとお

尋ねしたいと思いますが、先ほど８ページのほうで、実質収支の調書についてお話しいただきますけれども、

まず歳入のほうの町からの繰入金とそれと、使用料合わせたところで３億５,４００万程になると思います。

歳出のほうで公債費と一般管理費、これをあわせますと大体２億４,１００万ほどになります。差し引きで

１億１,２００万ということで、この金額では将来にわたっての簡易水道事業は大変こう厳しい状況じゃな

いかと見とるわけです。町債の方もですね、町債の方は前年度繰上げでしたか、こちらのほうの町からの方

がまだ２２億程残ってるんじゃないかと思いますので、今後のあり方については、どういった考え方で、こ

の簡易水道、水道事業もあるわけですが、考えておられるかそこのところわかればお願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  今後につきましては、まず簡易水道事業と上水道事業の経営統合を行う必

要がございますので、それによりまして今、前にも全員協議会等でもお話ししましたが、それによりまして、

公営企業会計になりますと、減価償却費等を事業の中の使用料収入として、当然賄っていく必要がございま

すが、今の繰入金がほとんど、頼りにしているところでございます。で、近い将来に水道料金の値上げとい

うことはまず試算したところでは３倍ほどしないと、使用料収入だけでは賄えない状態ですので、そこをど

れだけの値上げをするかっていうのを、今後何年かかけて検討しながら、統合時期にするのか、それ以後に

するのかも含めて検討をしていきたいと思っております。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ５番、森岡議員。 

○議員（５番 森岡 勉君）  料金のほうと、あと例えばハード部分のそのいろんな敷設替えとかいろんな部

分出てきます。そういったところへ早目にそういった計画書を提出いただければと要望して終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ほかに質疑ございませんか。 

日程第４ 議案第３２号 

◎議長（橋爪 和彦君）  次に、日程第４、議案第３２号、平成２６年度あさぎり町水道事業特別会計利益の

処分及び決算の認定についてを議題とし、説明を求めます。上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  はい、それでは平成２６年度水道事業特別会計決算書の説明をさせていた

だきます。まず１ページをお願いいたします。収益的収入及び支出でございますが、収入は第１款事業収益

で決算額７,４２４万２０６円でございます。支出につきましては、第１款、事業費用として、決算額６,６

６３万１,０５５円を支出しております。これは、税込み価格となっております。この詳細につきましては

１６ページをお願いいたします。収益費用明細書で、これは税抜きで表示をされております。収入の部とし

まして、事業収益、目１の給水収益の水道使用料収入は、収納率９７.４％で、平成２５年度より１％改善

しておりますが、収入額は約２％、１３４万円ほどの減収となっております。要因としましては、前年度よ

り給水戸数では４戸ふえておりますが、各家庭の使用水量の減少により期間給水量が２.３％、１万２,７９

１トン少なくなったためでございます。２項の営業外収益の目３、他会計補助金は職員に支給された児童手

当に要する経費を繰出基準に基づき受け入れたものでございます。目４、長期前受金戻入は、工事等で資産

取得する際に得た補助金等のうち、今年度償却相当額を長期前受金戻し入れとしたものでございます。収入
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につきましては以上です。１８ページをお願いいたします。支出でございます。１項営業費用の、１目原水

及び浄水費は、水質検査や次亜塩素酸ソーダの購入を行ったものでございます。２目配水給水費、１４節委

託料では、備考欄の説明に加え、岡留浄水場配水区域漏水調査業務委託を行っております。１７節の修繕料

は、配水管等の修繕等として漏水修理１８カ所、量水器止水栓の移設修理、非常用発電機バッテリー交換な

どを行っております。２０節工事請負費は、使用期限が切れる２１６カ所の量水器の交換工事を行っており

ます。４目の総係費の主なものとしましては、１から１９節までの給与に係るもの、その中で、９節法定福

利費引当金繰入額までの職員の人件費で、備考欄のとおりでございますが、３６節、貸倒引当金繰入額は、

次年度以降に回収不能となる恐れがある額を見積もって、引当金に繰り入れたものでございます。２０ペー

ジをお願いいたします。５目業務費では、２節の委託料として検針業務及び水道施設管理業務委託を、上水

道事業分として業務按分で支出しております。６目の減価償却費は、有形固定資産及び無形固定資産それぞ

れ２２ページと２３ページに、表を載せております。そのうちの２２ページの固定資産明細書では、当年度

増加額に新会計での固定資産システム移行時に、平成２６年４月１日にさかのぼって振りかえを行っており

ますので、明細書の構築物減価償却累計額相当額増加額が２万８,２０２円多くなっておりますので、２２

ページの表と３０ページの有形固定資産減価償却費に２万８,２０２円の差がございます。７目の資産消耗

費は、岡留の滅菌設備、吉井の取水ポンプを取りかえたため取りかえ前の分を除却したものでございます。

２１ページをお願いいたします。目１の支払い利息及び企業債取扱諸費は、企業債償還利息で政府資金分９

１０万２,９７２円と地方公共団体金融機構分５９万３,４９９円を支出したものでございます。最下段の目

１その他特別損失は、制度改正により６月支給給与に充てる分として前年度までは引当金として、繰り入れ

を行っておりませんでしたので、特別損失として支出したものでございます。前のほうの２ページをお願い

いたします。資本的収入及び支出でございます。収入につきましては、第１款資本的収入として、水道加入

金２２万４,６４０円を収入しております。支出につきましては、第１項建設改良費、免田停車場線改良工

事に伴う配水支管の布設替工事、吉井浄水場の取水ポンプ購入、岡留浄水場滅菌設備取りかえ量水器の購入

費等でございます。第２項の企業債償還金は、起債償還の状況を２４ページの企業債明細書に記しておりま

すので、ごらんいただければと思います。続きまして、資本的収入額が資本的支出額に８５４万８,４２８

円不足しております。下段の文書のとおり、過年度分損益勘定留保資金、減債積立金、及び当年度分消費税

資本的収支調整額で補てんをしております。続きまして３ページをお願いいたします。損益計算書でござい

ます。収益的収入及び支出の差額となります。当年度分の純利益は、ページ最下段のとおり７２６万７,６

０６円でございます。次ページお願いいたします。その他の未処分利益剰余金変動額は、公営企業会計制度

の改正により、施設整備補助金等の長期前受金のうち、既償却相当分や、年度中の減債積立金使用分の振り

かえなどによりまして、未処分利益剰余金が変動した額でございます。これによりまして、これと当年度純

利益を合計しまして、当年度末処分利益剰余金としまして４,６６３万７,３０１円でございます。５ページ

は剰余金計算書でございます。剰余金等の増減をあらわしたものでございます。６ページをお願いいたしま

す。平成２６年度水道事業剰余金処分計算書案でございます。当年度未処分利益剰余金を議決をいただきま

して、処分させていただくものでございますが、その他未処分利益剰余金変動額の、実際には金銭の移動伴

わない利益を組み入れ資本金の積み立てとし、利益剰余金を減債積立金として、処分させていただくもので

ございます。本案のとおり処分させていただきますようよろしくお願いいたします。７ページをお願いしま

す。水道事業会計貸借対照表でございます。この表は、公営企業会計制度改正によりまして、ページの下部

にあります負債の部の固定負債、（１）企業債、次のページの４流動負債の（１）企業債、（４）の引当金、

ロ、法定福利費引当金、５繰り延べ収益が新たに追加されております。資本の部、下のほうにあるハ、当年

度末利益剰余金が施設整備補助金等の償却分相当を振りかえたため、今年度は６,９７７万３,０４９円とか
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なり多く表示されております。資産合計、負債資本合計はともに５億２,８６４万３,９４４円となっており

ます。９ページをお願いいたします。注記としまして、ローマ数字の１、重要な会計方針で、平成２６年度

より改正後の地方公営企業会計基準を適用して財務諸表等を作成しております。１０ページ中ほど、ローマ

字２、その他の注記としまして、新会計基準移行に係る経過措置、みなし償却制度の廃止に伴う経過措置と

しまして平成２６年度３月３１日における償却資産の取得または改良に充てるための補助金等で、現に資本

剰余金として整理している額については、平成２６年３月３１日以前に取得または改良した資産で、取得ま

たは改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産を対象とした按

分等の方法を用いて効率的に整理しております。１１ページをお願いします。平成２６年度水道事業業務報

告書でございます。このページから１４ページにかけましては、業務状況の詳細や事業収支等の前年度比較

を掲載してございます。内容の説明等については省かせていただきたいと思いますが、（１）の総括事項の

①と④で、有収率について触れておりますが、年度末と平成２７年度前期の漏水修理によりまして、現在有

収率は約８０％まで改善しております。１５ページをお願いいたします。キャッシュフロー計算書でござい

ます。この表は、現金及び現金同等物の増減を１会計期間で示したもので、キャッシュフロー計算書で会計

にどのくらいの金があるかをあらわしております。これによりまして、年度内の資金の増加額は２,３５６

万４,３３１円、資金期末残高は１億７,０９３万５,１３２円でございます。以上で説明を終わらせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

日程第５ 認定第８号 

◎議長（橋爪 和彦君）  次に、日程第５、認定第８号、平成２６年度あさぎり町下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定についてを議題とし、説明を求めます。上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  平成２６年度下水道事業特別会計歳入歳出決算書の説明をさせていただき

ます。３ページをお願いいたします。目１下水道事業分担金、現年度分過年度合わせて９９６万８,５２３

円を収入しております。前年度より１１％の増となっております。不納欠損につきましては、処分する財産

がない、生活困窮等の理由によりまして、滞納処分の執行停止を事前に行い、不納欠損処理を行ったもので

ございます。目１、下水道使用料、現年度過年度合わせまして１億７,９４８万８,４７４円を収入しており

ます。前年度より３.３％の増となっております。接続戸数の増加による流入量の増加と消費税改正による

ものでございます。不納決算につきましては分担金と同様に執行停止を事前に行いまして、不納欠損処理を

行ったものでございます。目２簡易排水使用料、現年度、過年度合わせまして６０万８,７４０円を収入し

ております。前年度より４.４％の減となっており、節水による流入量の減少が原因と考えられます。目１

下水道手数料、節１事務手数料は、排水設備指定工事店の５年毎の更新時期となっておりましたので、９３

件分を収入しております。目１下水道国庫補助金は、平成２６年度現年度分事業費としまして５,２７７万

５,５３５円、平成２５年度事業繰り越し分としまして、５,３７７万５,９２１円でそれぞれ補助対象事業

費の５割を収入しております。４ページをお願いいたします。目１下水道事業一般会計繰入金、一般会計か

らの繰り入れを受けておりますが、主に公債費償還の財源となっております。目２簡易排水事業一般会計繰

入金、一般会計からの繰り入れ金でございますが、公債費の償還及び維持管理費の財源となっております。

目１の繰り越し金、前年度からの繰越金１,１３８万６２１円でございます。そのうち、平成２５年度繰越

明許費が２２６万３,５３５円でございます。目１下水道事業債、下水道事業債としまして、１億７,５００

万円です。下水道事業債１億７,５００万円、過疎債１,０６０万円、資本費平準化債１億８,１３０万円の

借り入れを行っております。目１利子及び配当金は、減債基金利子を収入したものでございます。５ページ

をお願いいたします。歳出でございます。目１下水道総務費の主なものは、節１９の負担金補助及び交付金、



- 242 - 

排水設備助成金としまして、４４件に助成しております。目２下水道維持費の主なものとしましては、節１

１需用費の修繕料としまして、マンホールポンプの機器の修繕、管路の舗装の補修、道路改良工事に伴うマ

ンホールの調整等に支出しております。需用費の不用額は精算による不用額でございます。６ページをお願

いします。節１３委託料、備考欄の２段目の施設補修点検委託料としまして、マンホールポンプ４６基分の

点検をお願いしております。その二つ下の検針業務委託料は、検針業務の下水道事業分として事業量按分に

よって支出したものでございます。節１９負担金補助及び交付金の流域下水道維持管理負担金は、下水処理

場へ流入する平成２６年度計画水量分と、平成２５年度の生産差額分、１億４,１１３万６５６円を支出し

たものでございます。目３の簡易排水維持費、深田草津山地区の簡易排水施設の１３戸分維持管理費を支出

したものでございます。目４下水道建設費につきましては、主なものとしまして、７ページをお願いいたし

ます。節１３委託料としまして、永山地区管渠築造工事設計委託、下水道台帳システムの更新等の委託業務

に支出をしております。不用額につきましては入札残でございます。節１５工事請負費は、繰越分も含めま

して、管渠築造工事１６件、マンホールポンプ設備工事１件、舗装復旧９件、公共枡設置７件の工事を行っ

ております。管渠工事のうち３件は前払い金の支出のみで年度内支出がなかった３件の工事と合わせて６件

の工事を繰越工事としております。不用額は入札残によるものでございます。節１９負担金補助及び交付金

の球磨川上流流域下水道の浄化センター水処理施設の耐震対策改築更新及び幹線関係の耐震補強等に伴う建

設費の負担金として支出したものでございます。目５基金費、減債基金として、一般会計から１億５,００

０万円を繰り入れていただきまして、基金利子分と合わせて積み立てをしております。項１公債費としまし

て、目１元金、目２利子合わせて４億９,４１１万７,９６０円を支出しております。８ページをお願いいた

します。平成２６年度実質収支に関する調書でございます。歳入です。歳入総額１１億１４１万１,０００

円、歳出総額１０億８,６４１万８,０００円、歳入歳出差引額１,４９９万４,０００円。翌年度へ繰り越す

べき財源、繰越明許費、繰越額３０３万２,０００円。実質収支額１,１９１万２,０００円でございます。

９ページをお願いいたします。財産に関する調書でございます。物品につきましては、今年度移動はござい

ません。基金につきましては、年度内に増減がございますので、決算年度末現在高として６億５,０３２万

７４０円でございます。以上で説明を終わらせていただきます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。ないです

ね。 

◎議長（橋爪 和彦君）  以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。 

●議会事務局長（坂本 健一郎君）  起立。礼。お疲れ様でした。 

 

午後３時１５分  散会 

 


